
 

第 158 回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 
ご説明内容 

 
 
１． 日 時 2016 年 8月 3日（水）18:30～20:50 
 
２． 場 所 柏崎原子力広報センター 2 階研修室 
 
３． 内 容 

 
（１）前回定例会以降の動き、質疑応答 

   （東京電力、原子力規制庁、資源エネルギー庁、新潟県、柏崎市、 

刈羽村） 
 

（２）メルトダウンに関する第三者検証委員会の結果報告について 
   （東京電力） 

 
添付：第 158 回「地域の会」定例会資料 

 
以 上 



2 0 1 6 年 8 月 3 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 158回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

【不適合関係】 

・ 7月 21日 荒浜側 No.1ろ過水タンク天板の変形について（公表区分：その他）〔P.２〕 

・ 8月 １日 荒浜側ボイラー建屋内での非放射性の水の漏えいについて（公表区分：Ⅲ） 

〔P.５〕 

 

【発電所に係る情報】 

・ 7月 11日 低レベル放射性廃棄物の輸送終了について           〔P.８〕 

・ 7月 14日 フィルタベント設備に関連する設備の不具合について（対応状況）〔P.10〕 

・ 7月 28日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.11〕 

・ 7月 28日 柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の新規制基準への適合性審査の状況に 

ついて                           〔P.15〕 

・ 8月 ３日 コベルコ鋼管株式会社による「異材誤出荷事象について」を受けて 

〔P.18〕 

 

【その他】 

・ 7月 28日 激変する環境下における経営方針               〔P.19〕 

・ 7月 28日 2016年度第１四半期決算について               〔P.23〕 

・ 8月 ２日 「原子力安全改革プラン進捗報告（2016年度第 1四半期）」について〔P.28〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ 7月 28日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 

(概要版)                  〔別紙〕 

 

【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

・ 7月 12日 原子力規制委員会 第 379回審査会合 

       －設計基準への適合性について－ 

・ 7月 22日 原子力規制委員会 現地調査 

       －６・７号機の新規制基準適合性審査に係る現地調査－ 

・ 7月 26日 原子力規制委員会 第 385回審査会合 

       －設計基準への適合性について－ 

 

以 上 

 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15年 11月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：その他 

 

号機 － 

件名 荒浜側 No.1 ろ過水タンク天板の変形について 

不適合の 

概要 

2016 年 7 月 21 日午前 10 時 50 分頃、発電所構内に設置している、点検中

の荒浜側 No.1 ろ過水タンク＊の天板部が変形していることを付近にいた作業

員が確認しました。 

当該ろ過水タンクは、塗装工事および水位計関連の点検を実施しており、塗

装工事に伴いベント管（空気抜き配管）を養生していました。その状態で水

位計の点検のためにタンク内の水抜きを実施した結果、タンク内圧が低下し、

天板が変形したものと推定しております。 

本事象による外部への放射能の影響はありません。 

 

 ＊ろ過水タンク 

  プラントで使用する雑用水の水源タンク、および純水製造時の水源タンク。     

タンク内の水は、水道水を使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

当該ろ過水タンクは点検中で、もう１基のタンクより、必要なろ過水の供

給を行うことが可能な状態のため、運用上の支障はありません。 

 

今後計画的に補修してまいります。 

荒浜側 No.1 ろ過水タンク（イメージ図） 
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ろ過水タンク全景 ろ過水タンク変形箇所

変形箇所

荒浜側No.1ろ過水タンク

3



 

１号機 

展望台 

 

 
柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

荒浜側 No.1 ろ過水タンク天板の変形について 

発生場所 
（荒浜側 No.1 ろ過水タンク） 

３号機 
４号機 ７号機 ５号機 

６号機 
２号機 
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2 0 1 6 年 8 月 1 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所 

区分：Ⅲ 

 

号機 － 

件名 荒浜側ボイラー建屋内での非放射性の水の漏えいについて 

不適合の 

概要 

2016 年 7 月 29 日午前 11 時 44 分頃、荒浜側ボイラー建屋地下 1 階ＮＳＤ

サンプエリア内（非管理区域）に設置しているＮＳＤサンプピット＊の水位高

／低の警報が発生しました。 

 

現場の状況を確認した結果、当該ＮＳＤサンプピットから水（非放射性）が

サンプエリア内に溢れていることを午後０時 25 分に確認しました。 

漏えいした水はサンプエリア内に留まっており、漏えい量は約９ｍ3（７m

×8.5m×15cm）と評価しています。漏えいは、蒸気の戻り水を抑制したこと

により停止しております。 

その後、当該ＮＳＤサンプポンプの運転により、床面およびサンプピットの

水位が低下していることを確認しています。 

 

本事象による外部への放射能の影響はありません。 

 

 ＊ＮＳＤサンプピット[非放射性ストームドレン移送系サンプピット] 
（Non Radioactive Storm drain System） 

  非管理区域で発生する非放射性廃液を処理する系統 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

漏えいした水については、排水処理を実施しました。 

 

ボイラー蒸気の戻り水の移送時に戻り水が一時的に増加し、ＮＳＤサンプ

で排水処理しきれず、水が漏えいしたものと推定しておりますが、詳細な原

因については現在調査中です。 
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地下１階

地上

２階

１階

ＮＳＤサンプピット

収集タンクへ

最
大

15
cm

荒浜側ボイラー建屋

ＮＳＤサンプ
ポンプ

M M 電動機

※※ 非管理区域で発生する非放射性廃液を処理する系統

ＮＳＤサンプエリア(非管理区域)
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１号機 

タービン建

１号機 

原子炉建

２号機 

原子炉建

２号機 

タービン建

柏崎刈羽原子力発電所 荒浜側 屋外 

荒浜側ボイラー建屋内での非放射性の水の漏えいについて 

  

発生場所 
（荒浜側ボイラー建屋） 

屋 
屋 

屋 屋 
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低レベル放射性廃棄物の輸送終了について 

 

2016年 7月 11日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 

当社は、柏崎刈羽原子力発電所から低レベル放射性廃棄物の輸送を行っておりましたが、

下記のとおり終了しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．輸送終了日  2016年 7月 10日（日） 

 

２．輸 送 数 量          ドラム缶 1,264本 

                   （ＬＬＷ－2型輸送容器 158個） 

 

３．搬入側施設名  日本原燃株式会社 低レベル放射性廃棄物埋設センター 

 

４．輸 送 船 名  青栄丸
せいえいまる

 

 

以 上 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131（代表） 

 

＜参考：輸送行程＞ 

（１）柏崎刈羽原子力発電所専用港 

       輸送船入港時刻                7月5日（火）6時50分 

輸送容器荷役開始日             〃    

        輸送容器荷役終了日           7月7日（木） 

輸送船出港時刻                7月7日（木）15時05分 

 

 

（２）むつ小川原港、低レベル放射性廃棄物埋設センター 

輸送船入港時刻                   7月9日（土）8時35分 

輸送容器荷役開始日              〃     

        陸 送 開 始 日                    〃     

輸送容器荷役終了日           7月10日（日） 

        陸 送 終 了 日               〃     
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2016年7月14日

No.お知らせ日 号　機 件　名 内　容

プレス公表（運転保守状況）

①
2016年
6月29日

－
フィルタベント設備に関連する設備の
不具合について（その他）

【発生状況】
　　2016年6月24日、建設中6,7号機の地上式原子炉格納容器圧力逃がし装置について、工事請負企業によりドレンタンク
　入口・出口配管の材質が配管製造メーカーから提出された書類に記載された材質と異なっているとの報告を受けました。
　正しい材質の配管に交換するとともに、当該事象の原因を調査します。

【対応状況】
　　原因については、現在調査中です。
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 メディア・コミュニケーショングループ 03-6373-1111（代表） 

 

 

 

コベルコ鋼管株式会社による「異材誤出荷事象について」を受けて 

 

2016年 8月 3日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6・7 号機地上式原子炉格納容器圧力逃がし装置（設置工事中）

のドレンタンク入口・出口配管について、コベルコ鋼管株式会社（以下、同社）が提出し

た書類と材質が異なっている（SUS316LTPではなく SUS304が使用されていた）との報

告をグループ企業から受け、配管の交換および原因調査を行うこととしました。 

（2016年 6月 29日お知らせ済み） 

 

本件は同社の製造工程における配管素材の識別誤りによるものであり、これまでの調査

で、同社工場内において特定のロット（20 本）と別のロット（20 本）との入れ違いが発

生した結果、合計 40本の配管の材質が本来の仕様と異なっていたことが判明しました。 

このうち当社に納入された配管は、柏崎刈羽原子力発電所の上記配管（1 本）と、福島

第一原子力発電所の多核種除去設備水位計誘導配管(1 本)で確認しました。また、東京電

力フュエル&パワー株式会社川崎火力発電所 2 号系列第 3 軸の制御油装置配管（1 本）に

おいても確認しております。 

柏崎刈羽原子力発電所および福島第一原子力発電所の配管については、本来の仕様の配

管と交換することとしておりますが、川崎火力発電所の配管については十分な強度・品質

が確保できるため、継続して使用できるものと判断しております。 

 

本件を踏まえ、同社の調査過程の中で、当社として同社工場の立ち入り調査を行い、同

社による発生原因の調査状況を確認しました。あわせて、同社に対して再発防止ならびに

品質管理の徹底を要請しました。 

 

 引き続き、同社に対して品質向上に向けた対応を求めてまいります。 

 

以 上 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 メディア・コミュニケーショングループ 03-6373-1111（代表） 

 

 

2016 年度第１四半期決算について 
 

2016 年 7 月 28 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、本日、2016 年度第 1 四半期（2016 年 4 月 1 日～6 月 30 日）の連結業績につ

いてとりまとめました。 

 

 収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことや、販売

電力量が前年同期比 4.0%減の 563 億 kWh となったことなどから、電気料収入は同 21.1%

減の 1 兆 644 億円となりました。 

これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、同 18.5%減の 1 兆

2,649 億円、経常収益は同 17.9%減の 1 兆 2,878 億円となりました。 

 

一方、支出面では、原子力発電が全機停止するなか、燃料価格の低下や為替レートの円

高化により燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続き全社を挙げてコスト削減に努め

たことなどから、経常費用は前年同期比 15.1%減の 1 兆 1,511 億円となりました。 

  
この結果、経常利益は前年同期比 36.1%減の 1,367 億円となりました。 

 

また、特別損失として、原子力損害賠償費 1,199 億円を計上したことなどから、親会社

株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 99.4％減の 11 億円となりました。 

 

 なお、2016 年度の業績については、現時点において全機停止している柏崎刈羽原子力

発電所の運転計画をお示しできる状況になく、予想を行うことが困難であることから、未

定としております。 

 

（単位：億円） 

 
当第 1 四半期 

（A） 

前年同期 

（B） 

比 較 

A－B A／B（%） 

 売 上 高   12,649   15,516  △ 2,866 81.5% 

 営 業 損 益   1,436   2,282  △   846 62.9% 

 経 常 損 益   1,367   2,141  △   773 63.9% 

 
親会社株主に帰属する 
四 半 期 純 損 益   11   2,033  △ 2,021  0.6% 

 
以 上 
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2016年度第１四半期決算概要

2016年7月28日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

12016年度第１四半期決算のポイント

【第１四半期決算】

経常収益は、燃料費調整制度によるマイナス調整や販売電力
量の減少で2年連続の減収

経常費用は、燃料価格の低下や全社を挙げた継続的なコスト削
減の徹底により減少し、経常利益は3年連続の黒字

ただし、燃料費調整制度のタイムラグ影響額が前年同期と比べ
減少したことから、経常利益は4年ぶりの減益

四半期純利益は、特別損失に原子力損害賠償費を計上した影
響で大幅な減益となったが、2年連続の黒字を確保

【2016年度の業績予想】

柏崎刈羽原子力発電所の運転計画をお示しできる状況になく、
予想を行うことが困難であるため未定
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2１．連結決算の概要

（単位：億円）

比率(％)増減

△

△

△

△

△

△ 0.6

-

-2,857

2,021

62.9

63.9

4,267

2,141

4,267

4,056

2,033

-

846

773

1,436

1,367

11

15,516

2,282

1,199

比較

売 上 高

2016年4-6月 2015年4-6月

12,649 2,866 81.5

営 業 損 益

経 常 損 益

特 別 利 益

特 別 損 失

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 損 益

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

3２．販売電力量、収支諸元

2016年

4-6月※

2015年

4-6月

比較

増減 比率（％）

電 灯 190 197 △ 7 96.3

電 力 373 389 △ 16 95.8

合 計 563 586 △ 23 96.0

販売電力量 （単位：億kWh）

2016年

4-6月

2015年

4-6月
増減

為替レート（ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ） 108.1 円/㌦ 121.4 円/㌦ △ 13.3 円/㌦

原油価格（全日本CIF） 41.1 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ 59.6 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ △ 18.5 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ

LNG価格（全日本CIF） 34.7 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ 53.3 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ △ 18.6 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ

収支諸元
※ 島嶼分は除く。全国販売分を含む。
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比率（％）

12,649   15,516   △ 2,866 81.5     

10,644    13,499    △ 2,854  78.9       

電 灯 料 4,504      5,480      △ 976     82.2       

電 力 料 6,140      8,019      △ 1,878  76.6       

237        449        △ 211     52.9       

1,556      1,311      244     118.7     

（再掲）再エネ特措法交付金 828        568        259     145.7     

440        432        8        101.9     

12,878    15,692    △ 2,814  82.1       

2016年4-6月 2015年4-6月
比 較

増　減

( 売 上 高 )

電 気 料 収 入

地帯間・他社販売電力料

そ の 他 収 入

経 常 収 益 合 計

子 会 社 ・ 連 結 修 正

4３．経常収益（連結）

（単位：億円）

・燃料費調整制度

の影響額

△2,630 

・販売電力量の減

△440

３基幹事業会社を
除 く 子 会 社 お よ び
関連会社の金額（相
殺消去後）を表示

東京電力ホールディ
ングスと３基幹事業
会社（東電フュエル
＆パ ワ ー、東 電パ
ワーグリッド、東電エ
ナジーパートナー）
の４社合計（相殺消
去後）の実績

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

比率（％）

883          918          △ 35        96.2        

2,278       4,018       △ 1,739    56.7        

698          716          △ 18        97.4        

1,369       1,422       △ 53        96.2        

2,224       2,512       △ 287      88.6        

204          227          △ 22        90.0        

721          941          △ 220      76.6        

133          143          △ 9          93.5        

2,666       2,339       326      114.0      

（再掲）再エネ特措法納付金 1,006       665          340      151.1      

331          311          19        106.4      

11,511      13,551      △ 2,040    84.9        

(1,436)    (2,282)    △ (846)   (62.9)      

1,367      2,141      △ 773     63.9       経 常 損 益

そ の 他 費 用

経 常 費 用 合 計

( 営 業 損 益 ）

子 会 社 ・ 連 結 修 正

支 払 利 息

租 税 公 課

原子力 バッ クエンド 費用

修 繕 費

減 価 償 却 費

購 入 電 力 料

人 件 費

燃 料 費

2016年4-6月 2015年4-6月
比 較

増　減

5４．経常費用（連結）
（単位：億円）

・共同火力やIPPか

らの購入減など

・為替、ＣＩＦの変動

影響など価格面

△1,630

・火力発電の減

△110

３基幹事業会社を除く
子会社および関連会
社の金額（相殺消去
後）を表示

東京電力ホールディ
ングスと３基幹事業会
社の４社合計（相殺消
去後）の実績
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6５．特別損益（連結）

（単位：億円）

4,267- 4,267△

原賠・廃炉等支援機構資金交付金 4,267- 4,267△

4,0561,199 2,857

原 子 力 損 害 賠 償 費 4,056

2015年4-6月 比 較

特 別 利 益

特 別 損 失

2016年4-6月

△

1,199 2,857△

特 別 損 益 1,199△ 211 1,410△

(特別損失)

原子力損害賠償費

・ 営業損害や風評被害等の見積増など

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

7６．連結財政状態

総資産残高は、現金及び預金の減少などにより 6,102億円減少

負債残高は、有利子負債の減少などにより 5,929億円減少

自己資本比率 0.6ポイント改善

・親会社株主に帰属する

四半期純利益の計上

＋11億円

2016年3月末 BS

2016年6月末 BS

資産

13兆6,597億円

負債

11兆4,416億円

純資産

2兆2,181億円

自己資本比率：16.1% 自己資本比率：16.7%

負債の減
△5,929億円

・有利子負債

△ 2,854億円

純資産の減
△172億円

資産

13兆495億円
負債

10兆8,486億円

純資産

2兆2,008億円

0.6ポイント
改善

資産の減
△ 6,102億円

・現金及び預金

△ 4,048億円

・未収原賠・廃炉等

支援機構交付金

△ 1,757 億円

など
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「原子力安全改革プラン進捗報告（2016年度第 1四半期）」について 

 

2016年 8月 2日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は 2013 年３月 29 日に「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」を     

お示しし、定期的に進捗状況を公表することとしておりますが、このたび、2016 年度     

第 1四半期における原子力安全改革プランの進捗状況をとりまとめましたので、お知らせ

いたします。 

 

 

（配布資料） 

・ 「原子力安全改革プラン進捗報告（2016年度第 1四半期）」の概要 

・ 「原子力安全改革プラン進捗報告（2016年度第 1四半期）」 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 報告書本文（75 ページ）は、発電所ホームページを参照ください。 
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無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

原子力安全改革プラン進捗報告の概要 ＜2016年度第1四半期＞
「福島原子力事故を決して忘れることなく、昨日よりも今日、今日よりも明日の安全レベルを高め、比類無き安全を創造し続ける原子力事業者になる」
との決意を実現するため、2013年4月から「原子力安全改革プラン」を推進し、世界最高水準の発電所を目指す
福島第一1～3号機の「炉心溶融」の通報・報告および新潟県技術委員会への誤った説明に関する問題については、第三者検証委員会の検証結果（6月16日
公表）をふまえ、『東京電力の反省と誓い』および再発防止対策を公表（6月21日）、原子力安全改革プランの取り組みを強化

福島第一原子力発電所
汚染水の増加を抑える陸側遮水壁（凍土壁）が効果を発揮し始めており、温度
低下が遅れている箇所には補助工法を適用し、凍結を促進

陸側遮水壁（海側）を境界とした内外の水位差・水頭差の発生が確認できたことから、
第一段階（フェーズ2）に移行し、陸側遮水壁（山側）の凍結を開始（6月6日）
温度低下が遅れている箇所については、地下水の流れが速いことが影響していると考え
られることから、セメント系注入材を浸透させ（補助工法）流速を低下、凍結を促進

福島第二原子力発電所
防災業務計画に基づく復旧報告書について国による妥当性確認が完了

冷温停止維持に係わる設備の復旧報告書について、国による妥当性確認が完了
（6月13日）、今後も発電所の緊急時態勢を継続し、安全確保に万全を期す

安定的な冷温停止を確実なものとするため、厳しい環境を想定した訓練を継続
夜間や全面マスク装着など、より難易度の高い環境を設定して訓練を行い、直営
技術力の更なる向上を図っている

柏崎刈羽原子力発電所
福島原子力事故の経験を教訓として、地震・津波のみならず、過酷事故を引き起こ
す可能性があるハザードに対して幅広く安全対策を実施

新規制基準適合性のための安全対策に加え、福島原子力事故の経験と教訓を踏まえた
安全対策を実施
• 過酷事故時に溶融燃料と原子炉格納容器底部ライナとが接触することを防止するた
めに高耐熱性材料（ジルコニア耐熱材：耐熱温度約2,700℃ ）を使用したコリウム
シールドを設置（7号機）

竜巻への対策として、屋外設置の軽油タンクは飛来物の衝突に耐えうるよう鋼板を厚くした
ものに取替、また、飛来物となり得るマンホール蓋については金属バーで固定を実施（6,7
号機）

2. 各発電所における安全対策の進捗状況
福島第一においては、陸側遮水壁の凍結が進捗、また1号機に続き2号機においても燃料デブリ取り出しに向けたミュオンによる調査を開始
福島第二は東北地方太平洋沖地震後の復旧報告の妥当性確認が完了、柏崎刈羽は、あらゆるハザードに対する安全対策を着実に実施中

過酷事故発生時に溶融燃料と原子炉格納容器が接触
することを防止するコリウムシールドを設置 【7号機】

フェーズ2凍結開始作業

コリウムシールド

取替後の軽油タンク【7号機】
（タンク鋼板肉厚は従来の約4倍）

2号機におけるミュオン透過法※測定の結果、原子炉圧力容器
下部にデブリらしきものが存在していることを確認

引き続き測定しデータを蓄積するとともに、データを検証・整理

※素粒子の一部であるミュオンの性質を利用して
レントゲンのように内部を透視する方法

重機操作の夜間訓練
マンホールの固定【6,7号機】

ミュオン透過法測定結果をもとにした物質分布の評価【2号機】

建屋と測定器の位置関係
により測定が不能な範囲

1. 福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告に関する問題に対する第三者検証委員会検証結果を受けた取り組み
第三者検証委員会から指摘された、①事実を分かりやすく伝える仕組み・能力の不足、②社内マニュアルに関する知識・理解不足、③社内で情報を共有したり見つけ出したりする仕組みの弱さがあり、これを解決することは
重要な責務
「東京電力の反省と誓い」として、改善策には特に以下の2点を明示

• 社長が『積極的に公表する基本姿勢』を宣言し、実行すること
• 緊急時における対外対応に使用する用語は、原子力・立地本部長が判断すること

また、「シナリオの多様化および外部からの厳しい要請を想定した訓練の実施」、「緊急時対応要員の教育内容・力量管理の見直し」、「福島原子力事故時における未公開情報提供窓口の設置」などの取り組みを追加し、
既に、「積極的に報告する」基本姿勢に関する社長メッセージの発信、事故当時の通報・公表に関する情報収集窓口の設置などを開始している
＜東京電力の反省と誓い＞
東京電力は、どのような事態に直面しても、立地地域をはじめ、広く社会のみなさまの安全・安心を最優先とし、しっかりと事実をお伝えするという姿勢を貫く覚悟を持ち続けることを誓います。
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無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

原子力安全改革プラン進捗報告の概要 ＜2016年度第1四半期＞

安
全
意
識

技
術
力

対
話
力

安全意識を向上させ
るためのリーダーのふる
まいに関するKPI
＜新規＞

【目標値：増加傾向】※

46.7ポイント

原子力リーダーから発信されるメッセー
ジについては多くの原子力部門の要
員に読まれているが、より一層「ために
なった」と感じさせるメッセージを増加さ
せる。

原子力部門全体の
安全意識の向上度
合いに関するKPI
＜新規＞

【目標値：増加傾向】※

60.9ポイント

原子力安全に関する振り返り活動は
定着している。管理職による現場観
察（マネジメントオブザベーション）に
力を入れる。

平常時の技術力に関
するKPI ＜新規＞

【目標値：2016年度末
に100ポイント以上】

77.2ポイント

原子力安全を高めるための人材を計
画的に育成するため、原子力人材育
成センターの取り組みを強力に推進す
る。

緊急時の技術力に関
するKPI ＜新規＞

【目標値：2016年度末
に120ポイント】

112ポイント

引き続き、緊急時に必要な力量を有
した要員を確保していく。

対話力KPI
（外部）

【目標値：前年度比プ
ラス】

＜2015年度実績（2014年度比）＞
+0.9ポイント（情報発信の質・量）
+1.0ポイント

（広報・広聴の意識・姿勢）

前年度と比較して、“良くなった”と評
価されている。

対話力KPI
（内部）

【目標値：増加傾向】

原子力部門全体：78.5ポイント
（前期比 +0.2）

原子力リーダー：86.1ポイント
（前期比 +1.5）

引き続き、良好な内部コミュニケーショ
ンの実現に取り組む。

3. 原子力安全改革プラン（マネジメント面）の進捗状況

対策3 深層防護提案力の強化 対策6 原子力安全を高めるための人材の
育成

対策5 発電所および本社の緊急時
対応力の強化

対策1 経営層からの改革 対策2 経営層への監視・支援強化

対策4 リスクコミュニケーション活動の充実

これまでの不適合管理に特化したシステムから、改善活動全体として管理するシステムへ移行し、改善活動を加速
今夏には原子力人材育成センター（仮称）準備組織を発足させ、原子力安全の基本からマネジメントスキルまで、幅広い分野の教育訓練プログラムの整備を開始

福島－ウェストカンブリア・スタディ
（テレビ会議にて開催）

安全向上提案力強化コンペにおける優良
提案の実現
（重要設備への高輝度蓄光材の採用）

CAP（改善活動プログラム）に関する
海外ベンチマーク
（米国Brunswick原子力発電所）

通常時

消灯時

2015年度第2回安全向上提案力強化コンペは、応募
総数220件から、11件の優良提案を決定
優良事例や第三者レビュー結果など不適合情報以外
の情報も積極的に改善に資するため、CAP（改善活
動プログラム）の取り組みを開始
• CAPに積極的に取り組んでいる米国の原子力事
業者をベンチマークし、原子力リーダーの強い関与
など当社の取り組みの参考とした

総合訓練および個別訓練を継続実施し、緊急時対
応力を維持向上
炉心溶融の公表に関する問題を受け、今後は、より厳
しいシナリオ、外部からの要請に対応する訓練を実施

原子力部門の人材育成を統括する『原子力人材
育成センター（仮称）』を福島第二内に設置するこ
ととし、その準備組織を7月1日に発足
（総勢約70名）
体系的な教育訓練が実施できるよう、教育訓練プロ
グラムを再編
• 教育訓練プログラムを再構築し、特に、運転、保
全分野の要員に対しては、今年度内に改善した
教育訓練を開始する予定

英国セラフィールド社とともに、お互いの経験を学びあう「福島－ウェストカンブリア・スタディ」
を毎月開催（5月より開始）
福島県内の教育関係者からのご要請に応じて、石崎福島復興本社代表、増田福島第
一廃炉推進カンパニープレジデントが、福島県内の高校において「福島第一の廃炉事業の
進捗、賠償や除染、復興支援活動」について解説、意見交換を実施（5月）

総合訓練（柏崎刈羽）総合訓練（福島第一）

個別訓練（本社）

新入社員研修における
原子力・立地本部長の講話

原子力安全情報連絡会
グループ討議

原子力安全改革を推進するために原子力・立地本部
長が、期待事項およびその背景等を浸透させる活動を
充実

原子力安全文化醸成活動の一環として、協力企
業本社の安全担当者を集め、原子力安全情報
会議を開催
• 当社の安全文化の原点となる福島原子力事
故、原子力安全改革への想い、協力企業に
対する当社の安全に関する期待事項について
グループ討議など双方向コミュニケーションにより
共有

原子力安全監視室は、複数の良好な取り組みに
ついて進捗を確認した一方で、原子力安全に関わ
る振る舞いの側面から、管理層の関与を強める必
要がある等の問題を確認しており、原子力リーダー
に改善を促進

原子力安全監視室からの新規推奨事項の設定
ペースと完了のペースがほぼ見合ってきているが、依
然として発電所と本社のコミュニケーションの不足等
について改善の加速やフォローアップの必要性を指
摘されている項目があることから、重点的な取り組
みが必要

原子力人材育成センター（仮称）準備組織メンバー

※第2四半期以降、目標達成度合いを評価する。
福島県内の高校における生徒との意見交換
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２号機の使用済燃料プールからの燃料取り出
しに向け、建屋周辺の整備を行っています。
2015年9月より、大型重機等を設置する作業エリアを確
保するため、周辺建屋の解体等を実施しています。

廃炉・汚染水対策の概要 ２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1/8

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し

原子炉施設の解体等

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

保管／搬出燃料取り出し
燃料取り出し
設備の設置

瓦礫撤去、
除染

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

保管／搬出
燃料デブリ
取り出し

解体等
設備の設計

・製作
シナリオ

・技術の検討

１、２号機 ３号機 ４号機

方針１．汚染源を取り除く

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～

方針２．汚染源に水を近づけない

方針３．汚染水を漏らさない

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ

④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置

⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

⑦水ガラスによる地盤改良

⑧海側遮水壁の設置

⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）

多核種除去設備（ALPS）等
• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低

減させます。
• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設

備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。

(高性能多核種除去設備)

凍土方式の陸側遮水壁
• 建屋を陸側遮水壁で囲み、建屋への地下水流入を抑制します。
• 2013年8月から現場にて試験を実施しており、2014年6月

に着工しました。
• 山側部分の工事が2015年9月に、海側部分の工事は2016年

2月に完了しました。
• 2016年3月より海側及び山側の一部、2016年6月より山側

の95%の範囲の凍結を開始しました。

海側遮水壁

• １～４号機海側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の
海洋流出を防ぎます。

• 遮水壁を構成する鋼管矢板の打設が2015年9月に、鋼
管矢板の継手処理が2015年10月に完了し、海側遮水
壁の閉合作業が終わりました。

(海側遮水壁)

プールからの燃料取り出しに向けて

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

～４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了しました。１～３号機の燃料取り出し、燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作業を進めています～

（注３）配管などが入った地下トンネル。

号機ごとの燃料デブリ
取り出し方針の決定

①多核種除去設備等による汚染水浄化

②トレンチ(注３)内の汚染水除去

１号機：燃料取り出し開始 2020年度
２号機：燃料取り出し開始 2020年度
３号機：燃料取り出し開始 2017年度
４号機：燃料取り出し完了 2014年

(2号機建屋周辺整備状況)

原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討 等

（注２）

１～３号機

2018年度上半期

中長期ロードマップ改訂
（2015年6月）から
2年後目処

初号機の燃料デブリ
取り出し方法の確定

（注２）

解体前

解体後

( )
凍結管バルブ
開閉操作の様子

1



1・2号機排気筒
ドレンサンプピット調査

リスク総点検において「調査が必要」と評価した排気筒
ドレンサンプピットについて、
周辺の線量が高いことから、
遠隔操作ロボット等を用いて
水位・水質の調査、対策を行
います。

7/25より現地での準備作
業を進めており、ピット内の
調査を8月中旬～8月下旬に
実施する予定です。

ピット内に溜まり水があっ
た場合、建屋へ排水します。

敷地境界付近ダストモニタ計測状況の
リアルタイム公開

発電所周辺への環境影響に関する情報を、よりタイムリーに
分かりやすくお示し出来るように、敷地境界付近のダストモニ
タ測定値を7/12よりリア
ルタイムで公開しています。

1号機建屋カバー内の散
水設備の設置が完了する等、
建屋カバー解体作業は順調
に進捗しており、引き続き
周辺環境に影響を与えるこ
とが無いよう、安全第一に
作業を進めてまいります。

3号機逆洗弁ピット
屋根かけ完了

ノッチタンク内雨水の
移送ホースからの漏えい

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

圧力抑制室
(S/C)

注水

ベント管

トーラス
室

3号機 4号機

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

1号機

392体 注水

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了）

2号機

615体 注水

構台

安全第一福島第一
安全第一福島第一 安全

第一
福島第一

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

566体

1568/1568

凍結管設置 (本)

2015/11/9 凍結管設置完了

◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約20℃～約35℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく

※２
、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、2016年６月の評価では敷地境界で年間0.00029ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。

なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

1533/1533*

取り出し完了燃料（体）

（2014/12/22燃料取り出し完了）

取り組みの状況

陸
側
遮
水
壁

2016/3/31
凍結開始

建屋カバー

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

＊：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を除く

燃料取り出し用カバー

使用済燃料
プール(SFP)

原子炉建屋(R/B)
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NDF戦略プラン2016の公表

1～4号機建屋東側に設置されて
いる逆洗弁ピットについて、4～5
月に溜まり水の水位低下が確認さ
れたため、比較的濃度の高い3号機
逆洗弁ピットにつき、溜まり水を
移送するとともに、雨水の流入を
抑制する屋根を7/9に設置しまし
た。1号機は屋根設置済です。

全ての逆洗弁ピットにおいて、
水位の低下は落ち着き安定した状
況です。

＜敷地境界ダストモニタ測定状況＞

陸側遮水壁の状況
汚染水の増加を抑える陸側遮水壁につい

て、6/6より山側の凍結範囲を95%に拡
大しています。山側は、全体的に温度が低
下してきており、陸側遮水壁内外で地下水
位差が拡大する兆候が見え始めています。

また、海側の一部に6/6より補助工法を
実施しており、工事の進捗に伴い温度低下
しています。

引き続き、凍結状況、陸側遮水壁内外地
下水位差、４ｍ盤（陸側遮水壁より海側）
への地下水流入量等の確認を行います。

7/11、使用していないノッチタンク内の
雨水をバキューム車で回収する作業を行って
いたところ、バキューム車からホースが外れ、
ホース内の水が最大約80L漏えいし、一部が
付近の側溝に流れ込みました。側溝内に土の
うを設置し、流れ込んだ水を回収しました。
また、側溝の下流にある排水路の放射線モニ
タで変動は確認されず、港湾内への流出はな
いと判断しています。

対策として、耐圧ホースが外れることの無
いよう、バキューム車との接続方式を変更し、
更にチェーン等により固縛しました。

ミュオンによる2号機原子炉内燃料デブリ調査結果
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)

は、中長期ロードマップを円滑・着実に実
行するために必要な技術的根拠に資するも
のとして、中長期的な廃炉戦略の検討を取
りまとめた「東京電力ホールディングス
（株）福島第一原子力発電所の廃炉のため
の技術戦略プラン2016」を7/13に公表し
ました。

引き続き、中長期ロードマップ・戦略プ
ランに従い、廃炉作業を進めてまいります。

２号機の原子炉内燃料デブリの位置を
把握するため、3/22～7/22に宇宙線
由来のミュオン（素粒子の一種）を用い
た測定を実施しました。

圧力容器底部及び炉心下部、炉心外周
域に燃料デブリと考えられる高密度の物
質が存在していることを確認しました。
燃料デブリの大部分が圧力容器底部に存
在していると推定しています。

今回得られた結果は、燃料デブリ取り
出し工法の検討に活用していきます。 ＜ミュオン測定結果＞

＜遠隔操作ロボット配置図＞

クローラー型
ロボット

クレーン型
ロボット

N

１／２号機
排気筒

１／２号機排気筒
ドレンサンプピット

（警報設定値：1×10-5Bq/cm3）
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１
号

２
号

３
号

４
号

主な取り組み 構内配置図
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提供：日本スペースイメージング（株）、(C)DigitalGlobe

６
号

５
号

敷地境界

MP-1

MP-2

MP-3
MP-4

MP-5

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.617μSv/h～2.324μSv/h（2016/6/29～7/26）。

MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。

環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。

MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

MP-6

MP-7

MP-8

凍土方式による
陸側遮水壁

陸側遮水壁の状況
ノッチタンク内

雨水の移送ホース
からの漏えい

３号機逆洗弁ピット
屋根かけ完了

ＮＤＦ戦略プラン
2016の公表

敷地境界付近ダストモニタ計測状況の
リアルタイム公開

ミュオンによる
２号機原子炉内

燃料デブリ調査結果

１・２号機排気筒
ドレンサンプピット調査
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Ⅰ．原子炉の状態の確認 
１．原子炉内の温度 

注水冷却を継続することにより、原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計

の位置によって異なるものの、至近 1ヶ月において、約 20～35 度で推移。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．原子炉建屋からの放射性物質の放出 

2016 年 5 月において、1～4 号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界に

おける空気中放射性物質濃度は、Cs-134 約 4.1×10-12ベクレル/cm3及び Cs-137 約 9.6×10-12ベクレ

ル/cm3と評価。放出された放射性物質による敷地境界上の被ばく線量は 0.00029mSv/年未満と評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

３．その他の指標 

格納容器内圧力や、臨界監視のための格納容器放射性物質濃度（Xe-135）等のパラメータについて

も有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。 

以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており原子炉が安定状態にあることが確認されている。 
 

Ⅱ．分野別の進捗状況 

１．汚染水対策 

～地下水流入により増え続ける滞留水について、流入を抑制するための抜本的な対策を図るとともに、水処理施

設の除染能力の向上、汚染水管理のための施設を整備～ 

 地下水バイパスの運用状況 
・ 2014/4/9 より 12 本ある地下水バイパス揚水井の各ポンプを順次稼動し、地下水の汲み上げを

開始。2014/5/21 より内閣府廃炉・汚染水対策現地事務所職員の立ち会いの下、排水を開始。

2016/7/26 までに 203,715m3を排水。汲み上げた地下水は、一時貯留タンクに貯留し、水質が運

用目標未満であることを東京電力及び第三者機関で確認した上で排水。 

・ ポンプの運転状況を確認しつつ、適宜点検・清掃を実施中。 

 サブドレン他水処理施設の状況について 
・ 建屋へ流れ込む地下水の量を減らすため、建屋周辺の井戸（サブドレン）からの地下水の汲み

上げを 2015/9/3 より開始。汲み上げた地下水は専用の設備により浄化し、2015/9/14 より排水

を開始。2016/7/26 までに 157,330m3を排水。浄化した地下水は水質が運用目標未満であること

を東京電力及び第三者機関にて確認した上で排水。 

・ 海側遮水壁の閉合以降、地下水ドレンポンド水位が上昇したことから 2015/11/5 より汲み上げ

を開始。2016/7/26 までに約 69,600 m3を汲み上げ。地下水ドレンからタービン建屋へ約 150m3/

日移送(2016/6/23～7/20 の平均)。 

・ サブドレンによる地下水流入量抑制効果の評価は、当面、「サブドレン水位」の相関と「サブド

レン水位と建屋水水位の水位差」の相関の双方から評価していくこととする。 

・ ただし、サブドレン稼働後、降雨の影響についてもデータが多くないことから、今後データを

蓄積しつつ、建屋流入量の評価は適宜見直しを行っていくこととする。 

・ サブドレン稼働によりサブドレン水位が TP3.5m 程度まで低下した段階あるいは建屋との水位

差が 2m 程度まで低下した段階では、建屋への流入量は 150～200m3/日程度に減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 陸側遮水壁の造成状況 
・ 1～4 号機を取り囲む陸側遮水壁(経済産業省の補助事業)は、2016/2/9 に凍結準備が完了。 

・ 陸側遮水壁(海側)について、時間経過とともに温度が低下し、全体的に 0℃以下に低下してい

る。温度の低下が遅れていた部位も、補助工法実施(6/6～)の進捗に伴って温度低下している。

陸側遮水壁(海側)内外の地下水位差が拡大・維持している。陸側遮水壁(海側)の閉合により、

4m盤への地下水流入量は減少し始めている。引き続き 4m盤への地下水流入量を確認していく。 

・ 陸側遮水壁(山側)について、凍結開始以降、全体的に温度低下してきている。内外の地下水位

差が拡大する兆候が見え始めている。 

・ 第一段階では、陸側遮水壁(海側)の内外水位差と 4m 盤への地下水流入量の減少傾向、陸側遮水

壁(山側)の内外水位差、更に陸側遮水壁全域の凍結状況の確認を行う。 

 第一段階：（フェーズ 1:3/31 凍結開始）陸側遮水壁の「海側全面」、「北側一部」、「山 

     側の部分先行凍結箇所（凍結管間隔が広く凍りにくい箇所等）」を同時に凍結 

     する。 

     （フェーズ 2:6/6 凍結開始）海側の遮水効果発現開始に併せて第一段階の「未 

     凍結箇所」を除く山側の残りの部位を凍結する。 

 第二段階：第一段階と第三段階の間の段階 

 第三段階：完全閉合する段階 
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サブドレン水位及び建屋への流入量相関図（2015.1.29以降）

※T.Pと震災前O.Pへの換算は、地点と時期により

1.4～1.5mの補正が必要であり目安として併記している
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サブドレン水位及び建屋への流入量相関図（2015.1.29以降）

2015.1.29～9.16：サブドレン稼働前（10日降雨41mm未満）
2015.1.29～9.16：サブドレン稼働前（10日降雨41mm以上）
2015.9.17～：サブドレン24hr稼働（10日降雨41mm未満）
2015.9.17～：サブドレン24hr稼働（10日降雨41mm以上）

1～4号機サブドレン水位と建屋水位の水位差
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格納容器気相部温度（至近 3ヶ月） 
※トレンドグラフは複数点計測している温度データの内、一部のデータを例示 

原子炉圧力容器底部温度（至近 3ヶ月）

原子炉注水温度： 
1号機 

2号機 

3号機 

気 温  ： 
1号機

3号機

原子炉注水温度： 

2号機

  気 温  ： 

図1：サブドレン稼働後における建屋流入量評価 

（注）線量評価については、施設運営計画と月例報告とで異なる計算式及び係数を使用していたことから、2012 年 9 月に評価方法の統一を図っている。 

   4 号機については、使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を踏まえ、2013 年 11 月より評価対象に追加している。 

   2015 年度より連続ダストモニタの値を考慮した評価手法に変更し、公表を翌月としている。 

（参考） 

※周辺監視区域外の空気中の濃度限度： 

[Cs-134]：2×10-5ベクレル/cm3、 

[Cs-137]：3×10-5ベクレル/cm3 

※１Ｆ敷地境界周辺のダスト濃度「実測値」： 

[Cs-134]：ND（検出限界値：約 1×10-7ベクレル/cm3）、 

[Cs-137]：ND（検出限界値：約 2×10-7ベクレル/cm3） 

※モニタリングポスト（MP1～MP8）のデータ 

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)の

データ（10 分値）は 0.617μSv/h～2.324μSv/h（2016/6/29～7/26）

MP2～MP8 空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、環境

改善（周辺の樹木伐採、表土の除去、遮へい設置）を実施済み。 2011 

1～4 号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）による敷地境界における年間被ばく線量評価 

2016/7/21 現在

2012 2013 2014 2015 2016 
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 多核種除去設備の運用状況 
・ 多核種除去設備（既設・増設・高性能）は放射性物質を含む水を用いたホット試験を実施中（既

設 A系：2013/3/30～、既設 B系：2013/6/13～、既設 C系：2013/9/27～、増設 A系：2014/9/17

～、増設 B系：2014/9/27～、増設 C系：2014/10/9～、高性能：2014/10/18～）。 

・ これまでに既設多核種除去設備で約 291,000m3、増設多核種除去設備で約 280,000m3、高性能多

核種除去設備で約 103,000m3を処理（7/21 時点、放射性物質濃度が高い既設 B 系出口水が貯蔵

された J1(D)タンク貯蔵分約 9,500m3を含む）。 

・ Sr 処理水のリスクを低減するため、多核種除去設備（既設・増設・高性能）にて処理を実施中

（既設：2015/12/4～、増設：2015/5/27～、高性能：2015/4/15～）。これまでに約 225,000m3

を処理（7/21 時点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 タンク内にある汚染水のリスク低減に向けて 
・ セシウム吸着装置（KURION）でのストロンチウム除去(2015/1/6～)、第二セシウム吸着装置

（SARRY）でのストロンチウム除去(2014/12/26～)を実施中。7/21 時点で約 263,000m3を処理。 

 タンクエリアにおける対策 
・ 汚染水タンクエリアに降雨し堰内に溜まった雨水のうち、基準を満たさない雨水について、

2014/5/21 より雨水処理装置を用い放射性物質を除去し敷地内に散水（2016/7/25 時点で累計

59,290m3）。 

 逆洗弁ピットの水位低下に関する対応状況 
・ 1～4 号機建屋東側に設置されている逆洗弁ピット内に溜まった雨水について、4 月～5 月に掛

けて水位の低下を確認したことから、監視の強化を実施。 

・ 1 号機逆洗弁ピット(屋根設置済)の次に溜まり水のピット内の濃度が高い 3 号機逆洗弁ピット

について、溜まった雨水の一部移送（6/22～6/27、合計約 300m3）及び新たな雨水流入を抑制す

る屋根掛け（7/9 設置完了）を実施。 

・ 現在は 1～4号機逆洗弁ピット共に水位の低下等が見られず、安定した状況にあることから、水

位の測定頻度を 1回／月とし、監視を継続していく。 

 G1 タンクエリア西側のノッチタンク移送ホースからの漏えい 
・ 7/11、G1 タンクエリア西側でノッチタンク内の雨水を移送する作業を行っていたところ、ホー

スが外れて水が漏えい。漏えい量は約 80L。漏えいした水は、一部が付近の枝排水路に流入し

たが、側溝内に土嚢を設置し、拡大防止措置をとった上で回収を実施。 

・ 対策として、耐圧ホースが外れることの無いよう、バキューム車との接続方式を変更し、更に

チェーン等により固縛した。 
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濃縮塩水（②-b）

RO処理水(淡水)（②-a）

建屋への地下水・雨水等流入量

貯蔵量増加量（①＋②＋※）

浪江降水量（気象庁公表データより）
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滞留水貯蔵量の推移

＊1

＊1

＊1

＊3,4,5

＊2,5

＊1

前回事務局会議以降の 増加量

6 /23～ 6 /30：約310m3/日
6 /30～ 7 / 7 ：約140m3/日
7 / 7 ～7/14  ：約150m3/日
7 /14～7/21  ：約140m3/日

2015/9/17～

山側サブドレン

24時間運転

2015/11/5～

地下水ドレン

汲み上げ開始

2016/3/31～

陸側遮水壁

海側・山側一部

凍結開始

＊6

図2：陸側遮水壁の凍結範囲 

第一段階(フェーズ1) 第一段階(フェーズ2) 

図3：滞留水の貯蔵状況 

＊1：水位計 0%以上の水量 

＊2：2015/9/10 より集計方法を変更 

（建屋・タンク貯蔵量の増加量からの評価 

 →建屋貯蔵量の増減量からの評価） 

  「建屋への地下水・雨水等流入量」= 

「建屋保有水増減量」+「建屋からタンクへの移送量」 

-「建屋への移送量（原子炉注水量、ウェルポイント等 

からの移送量）」 

＊3：2015/4/23 より集計方法を変更 

（貯蔵量増加量（①＋②）→（①＋②＋※）) 

＊4：2016/2/4 濃縮塩水の残水量再評価により水量見直しを

行ったため補正 

＊5：建屋水位計の校正の影響を含む算出値 

(2016/3/10～3/17:プロセス主建屋、 

 2016/3/17～3/24:高温焼却炉建屋) 

＊6：降水量は浪江地点（気象庁）を用いているが、 

欠測があったことから、富岡地点（気象庁）を代用 

(2016/4/14～4/21) 

2016/7/21 現在
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２．使用済燃料プールからの燃料取り出し 

～耐震・安全性に万全を期しながらプール燃料取り出しに向けた作業を着実に推進。４号機プール燃料取り出

しは 2013/11/18 に開始、2014/12/22 に完了～ 

 1 号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事 
・ 2015/7/28 より建屋カバー屋根パネル取り外しを開始し 2015/10/5 に屋根パネル全 6 枚の取り

外し完了。散水設備の噴霧試験が 6/30 に終了し運用開始。5/30～8 月初旬に小ガレキ吸引を実

施し、その後側面からの飛散防止剤散布を実施予定。建屋カバー解体工事にあたっては、飛散

抑制対策を着実に実施するとともに、安全第一に作業を進めていく。 

・ 6/20、750 トンクローラクレーンのオイルクーラーより作動油の漏えいを確認。7/2、当該のオ

イルクーラーの取替を完了。 

 2 号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事 
・ 2 号機原子炉建屋からのプール燃料の取り出しに向け、大型重機等を設置する作業エリアを確

保するため、2015/9/7 から作業に支障となる周辺建屋の解体等を実施中。 

 3 号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事 
・ 原子炉建屋オペレーティングフロアの遮へい体設置について、B 工区は 7/13～7/25 で実施。C

工区は 7/11 に着手、D 工区は 7/27 に着手。引き続き残りの工区についても遮へい体設置を進

めていく。 
 

３．燃料デブリ取り出し 

～格納容器へのアクセス向上のための除染・遮へいに加え、格納容器漏えい箇所の調査・補修など燃料デブリ

取り出し準備に必要となる技術開発・データ取得を推進～ 

 ミュオンによる 2号機原子炉内燃料デブリ調査結果 
・ 2 号機原子炉内燃料デブリ位置把握のため、1号機の測定実績から有効性が確認された透過法ミ

ュオン測定を、廃炉・汚染水対策事業費補助金「原子炉内燃料デブリ検知技術の開発」にて新

たに開発した小型装置を用い、3/22～7/22 に実施。 

・ 圧力容器底部及び炉心下部、炉心外周域に燃料デブリと考えられる高密度の物質が存在してい

ることを確認した。燃料デブリの大部分が圧力容器底部に存在していると推定している。 
 

４．固体廃棄物の保管管理、処理・処分、原子炉施設の廃止措置に向けた計画 

～廃棄物発生量低減・保管適正化の推進、適切かつ安全な保管と処理・処分に向けた研究開発～ 

 ガレキ・伐採木の管理状況 
・ 2016 年 6 月末時点でのコンクリート、金属ガレキの保管総量は約 190,000m3（5 月末との比較：

+800m3）（エリア占有率：68%）。伐採木の保管総量は約 87,400m3（5 月末との比較：+2,500m3）（エ

リア占有率：82%）。保護衣の保管総量は約 65,500m3（5 月末との比較：-1,000m3）（エリア占有

率：92%）。ガレキの主な増減要因は、タンク設置関連工事など。伐採木の主な増減要因は、敷

地造成関連工事など。使用済保護衣の主な減少要因は、焼却処理など。 

 水処理二次廃棄物の管理状況 
・ 2016/7/21時点での廃スラッジの保管状況は597m3（占有率：85%）。濃縮廃液の保管状況は9,278m3

（占有率：87%）。使用済ベッセル・多核種除去設備の保管容器(HIC)等の保管総量は 3,232 体（占

有率：52%）。 
 

５．原子炉の冷却 

～注水冷却を継続することにより低温での安定状態を維持するとともに状態監視を補完する取組を継続～ 

 1 号機ジェットポンプ計装ラインからの窒素封入 
・ 1 号機については、現在、原子炉ヘッドスプレイラインから原子炉圧力容器に窒素封入を行っ

ているが、信頼性向上を目的として、新たにジェットポンプ計装ラインを介して窒素封入する

ラインを設置する工事を実施中。 

・ 5/30 に実施計画が認可。現在、据付工事を実施中で、工事完了次第使用前検査を受検予定。 
 

６．放射線量低減・汚染拡大防止 

～敷地外への放射線影響を可能な限り低くするため、敷地境界における実効線量低減や港湾内の水の浄化～ 

 1～4 号機タービン建屋東側における地下水・海水の状況 
・ 1 号機取水口北側護岸付近において、地下水観測孔 No.0-3-2 のトリチウム濃度は 2016 年 1 月

よりゆるやかに上昇が見られ現在 30,000Bq/L 程度。 

・ 1、2 号機取水口間護岸付近において、地下水観測孔 No.1-9 のトリチウム濃度は 2015 年 12 月

より上昇が見られ 800 Bq/L 程度まで上昇したが、現在 200Bq/L 程度。地下水観測孔 No.1-17 の

トリチウム濃度は 50,000Bq/L 前後で推移していたが、2016 年 3 月以降 2,000Bq/L まで低下し

た後に上昇、低下を繰り返し、現在 20,000Bq/L 程度。全β濃度は 7,000Bq/L 前後で推移してい

たが、2016 年 3 月以降上昇し現在 30 万 Bq/L 程度。2013/8/15 より地下水汲み上げを継続（1、

2 号機取水口間ウェルポイント:2013/8/15～2015/10/13,10/24～、改修ウェル：2015/10/14～

23）。 

・ 2、3 号機取水口間護岸付近において、地下水観測孔 No.2-5 の全β濃度は 10,000Bq/L 程度で推

移していたが、2015 年 11 月以降 50 万 Bq/L まで上昇したが現在 30,000Bq/L 程度。2013/12/18

より地下水汲み上げを継続（2、3 号機取水口間ウェルポイント:2013/12/18～2015/10/13、改

修ウェル:2015/10/14～）。 

・ 3、4 号機取水口間護岸付近地下水の放射性物質濃度は至近の変動の範囲で推移。2015/4/1 より

地下水汲み上げを継続（3、4 号機取水口間ウェルポイント:2015/4/1～9/16、改修ウェ

ル:2015/9/17～）。 

・ 1～4 号機開渠内の海側遮水壁外側及び港湾内海水の放射性物質濃度は、海側遮水壁鋼管矢板打

設完了、継手処理の完了後、低下が見られる。6/1 より港湾内海水のセシウム 137 の検出限界

値を見直し。 

・ 港湾外海水の放射性物質濃度はこれまでの変動の範囲で推移。 

 敷地境界連続ダストモニタ警報発生について 
・ 7/3 にモニタリングポスト(MP)No.8 近傍のダストモニタについて、ダスト放射能濃度の上昇を

示す「高警報」が発生。 

・ 他のダストモニタ、プラントパラメータに異常は見られないこと、風向が構外からの風であっ

たこと、当該モニタ周辺においてダスト上昇に起因する作業を行っていないこと、警報発生時

のろ紙の核種分析の結果天然核種(ビスマス 214、タリウム 208)のみ検出されていること、2015

年 8 月に発生した天然核種による警報発生事象と濃度上昇傾向が類似していることから、天然

核種によるものと判断。 

・ MP近傍連続ダストモニタ指示値を7/12よりリアルタイムで公表開始（10分毎にデータを更新）。 

 1・2 号機排気筒ドレンサンプピットへの対応状況 
・ リスク総点検において「調査が必要」と評価した排気筒ドレンサンプピットについて、周辺の

線量が高いことから、遠隔操作ロボット等を用いて水位・水質の調査、対策を行う。 

・ 7/25 より現地での準備作業を進めており、ピット内の調査を 8月中旬～8月下旬に実施する予

定。 

・ ピット内に溜まり水があった場合、建屋へ排水する。 
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７．必要作業員数の見通し、労働環境、労働条件の改善に向けた取組 

～作業員の被ばく線量管理を確実に実施しながら長期に亘って要員を確保。また、現場のニーズを把握しなが

ら継続的に作業環境や労働条件を改善～ 

 要員管理 
・ 1 ヶ月間のうち 1 日でも従事者登録されている人数（協力企業作業員及び東電社員）は、2016

年 3 月～5月の 1ヶ月あたりの平均が約 13,000 人。実際に業務に従事した人数 1ヶ月あたりの

平均で約 9,900 人であり、ある程度余裕のある範囲で従事登録者が確保されている。 

・ 2016 年 8 月の作業に想定される人数（協力企業作業員及び東電社員）は、平日 1日あたり 5,910

人程度※と想定され、現時点で要員の不足が生じていないことを主要元請企業に確認。なお、2014

年度以降の各月の平日 1日あたりの平均作業員数（実績値）は約 4,500～7,500 人規模で推移（図

6参照）。 

・ 福島県内・県外の作業員がともに増加。6 月時点における地元雇用率（協力企業作業員及び東

電社員）はほぼ横ばいの約 50%。 

・ 2013 年度、2014 年度、2015 年度ともに月平均線量は約 1mSv で安定している。（参考：年間被

ばく線量目安 20mSv/年≒1.7mSv/月） 

・ 大半の作業員の被ばく線量は線量限度に対し大きく余裕のある状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  “<○”は検出限界以下を示す。
※ 単位： Bq/L 
※ トリチウム試料は試料採取日

に示された日付より前に採取
された試料であることがある。

7⽉26⽇
<0.60
<17
<3.2

Cs-137
試料採取⽇

全β
H-3

6号機取⽔⼝前

7⽉26⽇
0.83
<17
<1.7

試料採取⽇

H-3

Cs-137
全β

物揚場前

7⽉26⽇
0.34
<17
<1.9

Cs-137
全β
H-3

港湾内東側
試料採取⽇

7⽉26⽇
0.72
17

<1.9

Cs-137

港湾内⻄側

全β
H-3

試料採取⽇

7⽉26⽇
<0.35
<17
<1.9

Cs-137

港湾内北側
試料採取⽇

全β
H-3

7⽉26⽇
0.39
<17
<1.9H-3

試料採取⽇
港湾内南側

Cs-137
全β

7⽉25⽇
<0.59

13
<1.7

Cs-137
全β

試料採取⽇

H-3

5,6号機放⽔⼝北側

7⽉25⽇
<0.71

10
<1.7

試料採取⽇
南放⽔⼝付近

全β
Cs-137

H-3

7⽉26⽇
<0.62

18
<1.7H-3

港湾⼝
試料採取⽇
Cs-137
全β

7⽉25⽇
<0.63
<17
<1.9

Cs-137
試料採取⽇

北防波堤北側

全β
H-3

7⽉25⽇
<0.73
<17
<1.9H-3

Cs-137
全β

試料採取⽇
港湾⼝北東側

7⽉25⽇
<0.68
<17
<1.9

試料採取⽇
Cs-137

H-3
全β

港湾⼝東側
7⽉25⽇
<0.67
<17
<1.9H-3

Cs-137
全β

試料採取⽇
港湾⼝南東側

7⽉25⽇
<0.58
<17
<1.9

南防波堤南側

全β
H-3

試料採取⽇
Cs-137

7⽉26⽇
5.6
<17
11

Cs-137
試料採取⽇

全β
H-3

東波除提北側

7⽉26⽇
4.7
18
13

1号機取⽔⼝遮⽔壁前
試料採取⽇
Cs-137
全β
H-3

7⽉26⽇
4.9
<17
22

試料採取⽇
Cs-137
全β
H-3

2号機取⽔⼝遮⽔壁前

7⽉26⽇
4.9
18
33

Cs-137
全β
H-3

南側遮⽔壁前
試料採取⽇

：告示濃度以下のもの
：告示濃度をどれかが超えているもの

＜告示濃度＞
Cs-137： 90Bq/L
Sr-90 ： 30Bq/L
H-3 ：60,000Bq/L

※Sr-90は全β濃度からK-40の寄
与分を差し引いた値の1/2とした

7⽉26⽇
1.4
<16
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港湾中央
試料採取⽇
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全β
H-3
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試料採取⽇
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試料採取⽇
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-
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試料採取⽇
Cs-137

2014/2/11

0.58

1200

13000

試料採取日
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全β
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13m

7⽉25⽇

<0.49
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31000

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

16m

※ “<○”は検出限界以下を示す。

※ 単位： Bq/L
※ トリチウム試料は試料採取日に示され

た日付より前に採取された試料である
ことがある。

※観測孔No.の横の「○m」は観測孔の
深さを示す。

5m

5m

5m
5m

16m

16m

16m19m

16m 5m13m

16m16m

7⽉25⽇

41

120

4400

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

7⽉25⽇

<0.52

<17

420

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

7⽉25⽇

<0.49

<17

<100

Cs-137

H-3

全β

試料採取⽇

7⽉26⽇

0.88

13000

58000

全β

H-3

Cs-137

試料採取⽇

7⽉26⽇

2000

7700

3000

Cs-137

全β

試料採取⽇

H-3

7⽉25⽇

-

<17

200

Cs-137

全β

H-3

試料採取⽇

7⽉26⽇

<0.75

230000

16000

全β

Cs-137

試料採取⽇

H-3

7⽉26⽇

15

240000

22000H-3

全β

試料採取⽇

Cs-137

7⽉25⽇

<0.58

<17

20000

全β

試料採取⽇

Cs-137

H-3

5m

2014/1/27
－

78

270000

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

5m

7⽉26⽇

4.8

68000

4300H-3

試料採取⽇

Cs-137

全β

7⽉26⽇

0.86

42

1500

試料採取⽇

H-3

Cs-137

全β

7⽉26⽇

42000

510000

6400

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

7⽉25⽇

3.7

<17

10000

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

2014/2/13

93000

260000

62000

試料採取⽇

Cs-137

全β

H-3

16m

7⽉26⽇

3.8

<20

23000

全β

試料採取⽇

Cs-137

H-3

ウェルポイント

7⽉26⽇

<0.70

70000

1100

Cs-137

H-3

全β

試料採取⽇

図 6：2013 年度以降各月の平日１日あたりの平均作業員数（実績値）の推移 

図4:タービン建屋東側の地下水濃度 

＜2、3号機取水口間、3、4号機取水口間＞ 

※ 

図5：港湾周辺の海水濃度 

※※ 

※1/20 までの作業員数より算定（1/21 より安全点検実施のため）

 ※※8/3～7,24～28,31 の作業員数より算定（重機総点検のため）

図 7：作業員の月別個人被ばく線量の推移（月平均線量）
   （2011/3 以降の月別被ばく線量） 

＜1号機取水口北側、1、2号機取水口間＞ 

平
日

1日
あ
あ
た
り
の
作
業
員

 

※契約手続き中のため 2016 年 8月の予想には含まれていない作業もある。 
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 熱中症の発生状況 
・ 2016 年度は 7/26 までに、作業に起因する熱中症が 3 人、その他軽微な熱中症（医療行為が無

い等）が 0 人発症。引き続き熱中症予防対策の徹底に努める。（2015 年度は 7 月末時点で、作

業に起因する熱中症が 10 人、その他軽微な熱中症が 2人発症。） 

 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化の運用状況 
・ 3/8 の運用開始以降、Gzone で作業を行う 2,000 名／日程度の作業員が、構内専用服を着用して

いる。全面マスクの使用率も減少傾向で、カバーオール＋全面マスクの組み合わせが、使い捨

て式防じんマスク（DS2）＋構内専用服になり、過剰装備の改善傾向が見られる。 

・ 運用開始後、構内専用服の夏服導入、装備交換所の照明及び冷暖房の運用開始、装備交換所の

追設を実施。 
 

８．その他 

 構内配電線のトリップについて 
・ 6/28、予備変 M/C[6B]回線(構内配電線 2号線)が停電。原因調査の結果、予備変 M/C[6B]回線の

下流側にある構内配電線 2 号線に繋がる企業棟の高圧受電盤内において、塵埃と湿潤の影響に

より遮断器に短絡が発生したものと推定。 

・ 高圧受電盤内で短絡が発生したことにより、構内配電線 2 号線路内に過電流が流れ、その影響

で予備変 M/C[6B]回線がトリップしたものと判断した。 

・ 短絡が発生した高圧受電盤を配電線回路から切り離しを行い、6/30 までに他の設備・建物の電

源について全て復旧済である。 

・ 類似の電源設備についての目視点検を行い、同様な事象が発生する可能性がないかを確認中で

ある。 

・ 今後、同様な事象が発生することがないよう、構内配電線、電源設備及びプラント設備に必要

な信頼性向上対策を講じていく。 

 NDF 戦略プラン 2016 の公表 
・ 原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）は、中長期ロードマップを円滑・着実に実行するため

に必要な技術的根拠に資するものとして、中長期的な廃炉戦略の検討を取りまとめた「東京電

力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン 2016」を 7/13

に公表。7/20 に記述を一部修正・公表。 
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出典：東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果
http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index‐j.html

『最高値』→『直近(7/11-7/26採取)』の順、単位（ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ）、検出限界値未満以下の場合はＮＤ(検出限界値)と表記

7月27日
までの
東電
データ
まとめ

【物揚場前】【6号機取水口前】

ｾｼｳﾑ‐134 ： 3.3 (H25/10/17) → ND(0.32) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 9.0 (H25/10/17) → 0.34
全ベータ ：74 (H25/  8/19) →  ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：67  (H25/  8/19) →  ND(1.7) 

海側遮水壁

シルトフェンス

ｾｼｳﾑ‐134 ： 4.4 (H25/12/24) →  ND(0.35) 
ｾｼｳﾑ‐137 ：10 (H25/12/24) →  0.72
全ベータ ：60 (H25/  7/  4) →   17
ﾄﾘﾁｳﾑ ：59  (H25/  8/19) →   1.9

ｾｼｳﾑ‐134 ： 5.0 (H25/12/2) → ND(0.34)
ｾｼｳﾑ‐137 ： 8.4 (H25/12/2) →   ND(0.35) 
全ベータ ：69 (H25/8/19) → ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：52  (H25/8/19) →       2.0

ｾｼｳﾑ‐134 ： 2.8 (H25/12/2) → ND(0.52) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 5.8 (H25/12/2) → ND(0.6)
全ベータ ：46 (H25/8/19) → ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：24  (H25/8/19) → ND(3.2)

ｾｼｳﾑ‐134 ： 5.3 (H25/8/   5) →  ND(0.51) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 8.6 (H25/8/   5) →   0.83 
全ベータ ： 40 (H25/7/   3) →   ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：340  (H25/6/26)  →  ND(1.7)

ｾｼｳﾑ‐134 ： 3.5 (H25/10/17) → ND(0.27) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 7.8 (H25/10/17) → 0.39 
全ベータ ：79 (H25/  8/19) → 18
ﾄﾘﾁｳﾑ ：60  (H25/  8/19) → ND(1.7) 

1/10以下

1/20以下
1/4以下

1/30以下

1/10以下

1/10以下

1/2以下

1/200以下

1/10以下

1/20以下

1/4以下

1/30以下

1/10以下

1/10以下

1/3以下

1/30以下

【港湾内北側】

1/10以下

1/20以下

1/4以下

1/20以下

1/9以下

1/2以下

1/7以下

【港湾内東側】

ｾｼｳﾑ‐134 ： 3.3 (H25/12/24) → ND(0.44) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 7.3 (H25/10/11) → ND(0.62) 
全ベータ ：69 (H25/  8/19) → 18
ﾄﾘﾁｳﾑ ：68  (H25/  8/19) →   ND(1.9)

1/7以下

1/10以下

1/3以下

1/30以下

ｾｼｳﾑ‐134 ： 1.0
ｾｼｳﾑ‐137 ： 4.9
全ベータ ： 18
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 33

ｾｼｳﾑ‐134 ： 1.1
ｾｼｳﾑ‐137 ： 4.7
全ベータ ： 18
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 13

ｾｼｳﾑ‐134 ： 0.69
ｾｼｳﾑ‐137 ： 4.9   
全ベータ ： ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 22 ※ ※

※

※のモニタリングはH26年３月以降開始
海側遮水壁の内側は埋め立てにより
モニタリング終了

法令濃
度限度

WHO飲料
水ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

ｾｼｳﾑ134 ６０ １０

ｾｼｳﾑ137 ９０ １０

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90
(全ﾍﾞｰﾀ値と
強い相関)

３０ １０

トリチウム ６万 １万

1/5以下

港湾内における海水モニタリングの状況（H25年の最高値と直近の比較）

注：海水の全ベータ測定値には、天然のカリウ
ム４０（１２ﾍﾞｸﾚﾙ/ﾘｯﾄﾙ程度）によるものが含ま

れている。また、ストロンチウム９０と放射平衡と
なるイットリウム９０の寄与が含まれる

【港湾内西側】

ｾｼｳﾑ‐134 ： ND(0.45)  
ｾｼｳﾑ‐137 ： 1.4
全ベータ ： ：ND(16) 
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 2.8       ※

【港湾口】

【港湾内南側】

【港湾中央】

ｾｼｳﾑ‐134 ： 32 (H25/10/11) →      0.61
ｾｼｳﾑ‐137 ： 73 (H25/10/11) →      5.6
全ベータ ：320 (H25/  8/12) →   ND(17) 
ﾄﾘﾁｳﾑ ：510 (H25/  9/  2) →    11

1/50以下

1/10以下

1/10以下

1/40以下
1/5以下
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【港湾口東側(沖合１ｋｍ)】

【南防波堤南側 (沖合０．５ｋｍ)】
【北防波堤北側(沖合０．５ｋｍ)】

１号機 ２号機 ３号機 ４号機

単位（ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ）、検出限界値未満の場合はＮＤと表記し、（ ）内は検出限界値、ND(H25)は２５年中継続してND

出典：東京電力ホームページ 福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果 http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html

【5,6号機放水口北側】

【南放水口付近】

港湾外近傍における海水モニタリングの状況
（H25年の最高値と直近の比較）

7月27日までの東電データまとめ

【港湾口北東側(沖合１ｋｍ)】

【港湾口南東側 (沖合１ｋｍ)】

【港湾口】

海側遮水壁

シルトフェンス

（直近値
7/11 ‐ 7/26採取）

ｾｼｳﾑ‐134 ： ND (H25) → ND(0.73) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： ND (H25) → ND(0.78) 
全ベータ ： ND (H25) → ND(18)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： ND (H25) → ND(1.6)

ｾｼｳﾑ‐134 ： ND (H25)  →  ND(0.72) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 1.6 (H25/10/18) → ND(0.64)
全ベータ ： ND (H25)  →   ND(18)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 6.4 (H25/10/18) → ND(1.6)

1/2以下

1/4以下 ｾｼｳﾑ‐134 ： ND (H25) → ND(0.85) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： ND (H25) → ND(0.69) 
全ベータ ： ND (H25) → ND(18) 
ﾄﾘﾁｳﾑ ： ND (H25) → ND(1.6)ｾｼｳﾑ‐134 ： ND (H25)  → ND(0.62) 

ｾｼｳﾑ‐137 ： ND (H25)  → ND(0.53)
全ベータ ： ND (H25)  → ND(18)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 4.7 (H25/8/18) → ND(1.6) 1/2以下

ｾｼｳﾑ‐134 ： ND (H25) → ND(0.73) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： ND (H25) → ND(0.76) 
全ベータ ： ND (H25) → ND(18)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： ND (H25) → ND(1.6)

ｾｼｳﾑ‐134 ： 3.3 (H25/12/24) →  ND(0.44) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 7.3 (H25/10/11) → ND(0.62)
全ベータ ：69 (H25/  8/19) →    18 
ﾄﾘﾁｳﾑ ：68  (H25/  8/19) →  ND(1.9)

1/7以下

1/10以下

1/3以下

1/30以下

ｾｼｳﾑ‐134 ： 1.8 (H25/  6/21) → ND(0.61) 
ｾｼｳﾑ‐137 ： 4.5 (H25/  3/17) → ND(0.68)
全ベータ ：12 (H25/12/23) → 14
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 8.6 (H25/  6/26) →  ND(1.7)

1/2以下

1/6以下

1/5以下

ｾｼｳﾑ‐134 ： ND  (H25)               →  ND(0.58)
ｾｼｳﾑ‐137 ： 3.0 (H25/  7/15)  →  ND(0.53)
全ベータ ：15 (H25/12/23) → 15
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 1.9 (H25/11/25) →   ND(1.7)

法令濃
度限度

WHO飲料
水ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

ｾｼｳﾑ134 ６０ １０

ｾｼｳﾑ137 ９０ １０

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90
(全ﾍﾞｰﾀ値と
強い相関)

３０ １０

トリチウム ６万 １万

1/5以下
注：海水の全ベー
タ測定値には、天
然のカリウム４０
（１２ﾍﾞｸﾚﾙ/ﾘｯﾄﾙ
程度）によるもの
が含まれている。
また、ストロンチウ
ム９０と放射平衡
となるイットリウム
９０の寄与が含ま
れる 10



燃料取り出し用カバー設置に向けて、プール内大型ガレキ撤去作業が2015年11月に完了。
線量低減対策（除染、遮へい）を実施中（2013/10/15～）。
安全・着実に燃料取り出しを進めるために、現場に設置する燃料取扱設備を用いて、工場
にて遠隔操作訓練を実施（2015年2月～12月）。
線量低減対策実施後、燃料取り出し用カバー・燃料取扱設備を設置する。

１号機使用済燃料プールからの燃料取出しについては、オペレーティング

フロア（※１）上部に、燃料取り出し専用カバーを設置する計画。
このプランの実施に向け、放射性物質の飛散抑制対策を徹底した上で、建屋

カバーを解体し、オペレーティングフロア上部のガレキ撤去を実施する予定。
2015/10/5に全ての屋根パネルの取り外し完了。ダストの飛散抑制対策

である散水設備を設置し、 6月30日に散水設備の試運転調整を完了。
建屋カバー解体に当たっては、放射性物質の監視をしっかりと行っていく。

２号機使用済燃料プール内燃料・燃料デブリの取り出しに向け、既存
の原子炉建屋上部の解体・改造範囲について検討。作業の安全性、敷地
外への影響、早期に燃料を取り出しリスクを低減させる観点を考慮し、
原子炉建屋最上階より上部の全面解体が望ましいと判断。

プール燃料と燃料デブリの取り出し用コンテナを共用するプラン①と
プール燃料取り出し用カバーを個別に設置するプラン②を継続検討中。

中長期ロードマップでは、ステップ２
完了から２年以内（～2013/12）に
初号機の使用済燃料プール内の燃料取り
出し開始を第１期の目標としてきた。
2013/11/18より初号機である4号機の
使用済燃料プール内の燃料取り出しを開始
し、第２期へ移行した。

燃料取り出し作業開始から１年以内と
なる2014/11/5に、プール内の使用済燃料1,331体の共用プールへ
の移送が完了した。残りの新燃料の6号機使用済燃料プールへの移送は、
2014/12/22に完了。(新燃料2体については燃料調査のため
2012/7に先行して取り出し済)
これにより、４号機原子炉建屋からの燃料取り出しが完了した。今回の
経験を活かし１～３号機のプール燃料取り出しに向けた作業を進める。

２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
１／６

廃止措置等に向けた進捗状況：使用済み燃料プールからの燃料取り出し作業

３号機

共用プール キャスク
ピット

キャスク
ピット貯蔵エリア

空きスペース

の確保

共用プール内空き
スペースの確保

（乾式キャスク仮保管設備への移送）

現在までの作業状況
・燃料取扱いが可能な状態まで共用プールの復

旧が完了（2012/11）
・共用プールに保管している使用済燃料の乾式

キャスクへの装填を開始（2013/6）
・4号機使用済燃料プールから取り出した燃料を

受入開始（2013/11）

参考資料

クレーン

防護柵 モジュール

共用プールからの使用済燃料受け入れ

乾乾式キャスク（※２）

仮保管設備

2013/4/12より運用開始、キャスク保管建屋より既設乾式キャスク全9
基の移送完了(2013/5/21)、共用プール保管中燃料を順次移送中。

＜略語解説＞
（※１）オペレーティングフロア（オペフロ）：
定期検査時に、原子炉上蓋を開放し、炉内燃
料取替や炉内構造物の点検等を行うフロア。
（※２）キャスク：放射性物質を含む試料・機器
等の輸送容器の名称

燃料取り出し用カバーイメージ

４号機

燃料取り出し状況

※写真の一部については、核物質防護などに関わる機微情報を含むことから修正しております。

1号機 ２号機

プラン①イメージ図 プラン②イメージ図

散水設備イメージ

建屋カバー解体の流れ（至近の工程）

カバー内部燃料取扱設備 全体イメージ燃料取扱設備（工場内設置状況）

マニュピュレータ燃料把持機（マスト）

燃料取り出し用カバー

燃料取扱機
クレーン

マニュピュレータ
燃料把持機
（マスト）

１～３号機使用済燃料プール内の燃料の取り出し開始至近の目標

11



廃止措置等に向けた進捗状況：プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手至近の目標

２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
２／６

格納容器内部調査に向けた装置の開発状況
燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。
【調査概要】
・１号機X-100Bペネから装置を投入し、時計回りと反時計回りに調査を行う。
【実証試験の実施】
・狭隘なアクセス口（内径φ100mm）から格納容器内に進入し、グレーチング上を安定走行可能な形状変形機構を

有するクローラ型装置を用いて、2015/4/10～20に現場での実証を実施。格納容器１階内部の映像、空間線量等
の情報を取得。

・2015年4月の調査で得られた成果や、その後の追加情報などをもとに、実施可能性を高める方法として、1階
グレーチング上を走行し、調査対象部上部からカメラや線量計等を降下させて調査する方式で格納容器地下階の
調査を実施する計画

圧力抑制室（Ｓ／Ｃ（※3） ）上部調査による漏えい箇所確認
１号機Ｓ／Ｃ上部の漏えい箇所を2014/5/27より調査し、上部にある配管の内１本の
伸縮継手カバーより漏えいを確認。他の箇所からの漏えいは確認されず。
今後、格納容器の止水・補修に向けて、具体的な方法を検討していく。

建屋カバー

※プラント関連パラメータは２０１６年７月２７日１１：００現在の値

給水系：2.5m3/h
ＣＳ系：1.9m3/h

ＰＣＶ水素濃度
Ａ系：0.00vol%
Ｂ系：0.00vol%

ＳＦＰ（※4）温度：28.0℃

PCV内温度：約26℃

タービン建屋水位：TP.1,263三角コーナー水温：32.4～32.6℃（2012/9/20測定）

ＲＰＶ底部温度：約26℃

窒素封入流量
PCV（※6）：-Nm3/h

三角コーナー水位：OP3,910～4,420（2012/9/20測定）

PCV内雰囲気線量：
4.1～9.7Sv/h
(2015/4/10～19測定)

ＰＣＶ内水温：約27℃
ＰＣＶ内水位：ＰＣＶ底部＋約2.5m

トーラス室水位：約OP3,700
（2013/2/20測定）

トーラス室雰囲気線量：
約180～920mSv/h（2013/2/20測定）

トーラス室滞留水温度：
約20～23℃（2013/2/20測定）

窒素封入流量
RPV（※5）：27.46Nm3/h

＜略語解説＞
（※1）TIP（Traversing In-core Probe)：移動式炉心内計測装置。
（※2）ペネ：ペネトレーションの略。格納容器等にある貫通部。
（※3）Ｓ／Ｃ（Suppression Chamber）：

圧力抑制プール。非常用炉心冷却系の水源等として使用。
（※4）ＳＦＰ（Spent Fuel Pool） ：使用済燃料プール。
（※5）ＲＰＶ（Reactor Pressure Vessel）：原子炉圧力容器。
（※6）ＰＣＶ（Primary Containment Vessel）：原子炉格納容器。

Ｓ／Ｃ上部調査イメージ図漏えい箇所

392体

：アクセス実績ルート
（反時計周りルート）

：アクセス実績ルート
（時計周りルート）

調査装置

格納容器内調査状況

原子炉建屋内雰囲気線量：
最大5,150mSv/h（１階南東エリア）（2012/7/4測定）

原子炉建屋

１号機

1号機原子炉建屋TIP室調査
・ＰＣＶ内部調査のための環境改善その他を目的とし、TIP（※1）室調査を2015/9/24～10/2に実施。

（TIP室は部屋の入口周辺が高線量のため、線量の低いタービン建屋通路から壁面を穿孔して線量率・
汚染分布等を調査）

・調査の結果、X-31～33ペネ（※2）（計装ペネ）が高線量、そのほかは低線量であった。
・ＴＩＰ室内での作業が可能な見込みがあることを確認したことから、今後、ＴＩＰ室内作業を行う

ために障害となる干渉物等の洗い出しや線量低減計画の策定を進める。

PCV内部
調査実績

１回目
(2012/10)

・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定
・水位、水温測定 ・滞留水の採取
・常設監視計器設置

２回目
(2015/4)

PCV1階の状況確認
・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定
・常設監視計器交換

PCVからの
漏えい箇所

・PCVベント管真空破壊ラインベローズ部(2014/5確認)
・サンドクッションドレンライン (2013/11確認)

ミュオン測定による炉内燃料デブリ位置把握

期間 評価結果

2015.2～5 炉心部に大きな燃料がないことを確認。
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廃止措置等に向けた進捗状況：プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手至近の目標

原子炉圧力容器温度計・原子炉格納容器常設監視計器の設置
①原子炉圧力容器温度計再設置
・震災後に２号機に設置したRPV底部温度計が2014年2月に破損したことから監視温度計より除外。
・2014年4月に温度計の引き抜き作業を行ったが、引き抜けなかったため作業を中断。錆除去剤を

注入し、2015年1月に引抜完了。3月に温度計の再設置完了。4月より監視対象計器として使用。
②原子炉格納容器温度計・水位計再設置
・格納容器常設監視計器の設置を試みたが、既設グレーチングとの干渉により、計画の位置に設置

することが出来なかった(2013年8月)。2014年5月に当該計器を引き抜き、2014年6月に
再設置を実施。１ヶ月程度推移を確認し妥当性を確認。

・再設置時に格納容器内の水位を測定し、底部より約300mmの高さまで水があることを確認。

格納容器内部調査に向けた装置の開発状況
燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。
【調査概要】
・２号機X-6ペネ(※1)貫通口から調査装置を投入し、ＣＲＤレールを利用しペデスタル内にアクセスして

調査。
【調査装置の開発状況】
・2013/8に実施したＣＲＤレール状況調査で確認された課題を踏まえ、調査工法および装置設計を

進めている。
・X-6ペネ前に設置された遮へいブロックの一部が撤去できないことから小型重機を使用した撤去方法

を計画。2015/9/28より撤去作業を再開し、10/1に今後の調査の支障となるブロックの撤去完了。
・内部調査開始のためには、X-6ペネ前の床表面線量を概ね100mSv/hまで低減する必要があるが、

除染作業（溶出物除去、スチーム除染、化学除染、表面研削）により目標線量まで線量低減できなかっ
たため、ダスト対策等含め線量低減工法について改めて検討を行う。
内部調査は除染状況に応じて実施する。

２号機

２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
３／６

トーラス室壁面調査結果
・トーラス室壁面調査装置（水中遊泳ロボット、床面

走行ロボット）を用いて、トーラス室壁面の（東壁
面北側）を対象に調査。

・東側壁面配管貫通部（５箇所）の「状況確認」と
「流れの有無」を確認する。

・水中壁面調査装置（水中遊泳ロボット及び床面走行
ロボット）により貫通部の状況確認ができることを
実証。

・貫通部①～⑤について、カメラにより、散布したト
レーサ（※5）を確認した結果、貫通部周辺での流れは
確認されず。（水中遊泳ロボット）

・貫通部③について、ソナーによる確認の結果、貫通
部周辺での流れは確認されず。
（床面走行ロボット）

格納容器内調査の課題および装置構成（計画案）

＜略語解説＞
（※１）ペネ：ペネトレーションの略。格納容器等にある貫通部。 （※２）ＳＦＰ（Spent Fuel Pool） ：使用済燃料プール。 （※３）ＲＰＶ（Reactor Pressure Vessel）：
原子炉圧力容器。 （※４）ＰＣＶ（Primary Containment Vessel）：原子炉格納容器。 （※５）トレーサ：流体の流れを追跡するために使用する物質。粘土系粒子。

※プラント関連パラメータは２０１６年７月２７日１１：００現在の値

給水系：1.9m3/h
ＣＳ系：2.4m3/h

窒素封入流量
PCV（※４）：-Nm3/h

ＰＣＶ水素濃度
Ａ系：0.02vol%
Ｂ系：0.01vol%

ＳＦＰ（※２）温度：25.8℃

ＲＰＶ底部温度：約31℃ PCV内温度：約31℃

原子炉建屋

トーラス室水位：約OP3,270(2012/6/6測定)

ＰＣＶ内水位：ＰＣＶ底部＋約300mｍ

タービン建屋水位：TP.1,398

PCV内雰囲気線量：
最大約73Sv/h

ＰＣＶ内水温：約33℃

トーラス室雰囲気線量：30～118mSv/h(2012/4/18測定)
6～134mSv/h(2013/4/11測定)

三角コーナー水位：OP3,050～3,190（2012/6/28測定）

三角コーナー水温：30.2～32.1℃（2012/6/28測定）

原子炉建屋内雰囲気線量：
最大4,400mSv/h（１階南側 上部ペネ（※１）表面）（2011/11/16測定）

窒素封入流量
RPV（※３）：14.30Nm3/h

水中遊泳ﾛﾎﾞｯﾄ

床面走行ﾛﾎﾞｯﾄ

貫通部③

R/B・ﾄｰﾗｽ室

T/B

東側壁

S/C

水中

水中遊泳ﾛﾎﾞｯﾄ

床面走行ﾛﾎﾞｯﾄ

R/B1階 （調査装置投入口）

トレーサ

ソナー

R/B・ﾄｰﾗｽ室

T/B

東側壁

S/C

水中

水中遊泳ﾛﾎﾞｯﾄ

床面走行ﾛﾎﾞｯﾄ

R/B1階 （調査装置投入口）

トレーサ

ソナー

貫通部①
（CUW-17）

貫通部②

（RCW-20）

貫通部③

（MSC-14）

貫通部④

（RCW-29）

貫通部⑤
（FPC-41）

北側 南側

貫通部①
（CUW-17）

貫通部②

（RCW-20）

貫通部③

（MSC-14）

貫通部④

（RCW-29）

貫通部⑤
（FPC-41）

北側 南側

トーラス室東側断面調査イメージ

調査対象貫通部

615体

PCV内部
調査実績

１回目 (2012/1) ・映像取得 ・雰囲気温度測定

２回目 (2012/3) ・水面確認 ・水温測定 ・雰囲気線量測定

３回目
(2013/2～2014/6)

・映像取得 ・滞留水の採取
・水位測定 ・常設監視計器設置

PCVからの
漏えい箇所

・トーラス室上部漏えい無
・S/C内側・外側全周漏えい無

ミュオン測定による炉内燃料デブリ位置把握

期間 評価結果

2016.3～7
圧力容器底部及び炉心下部、炉心外周域に燃料デブリと考えられる高密度の物質が存在してい
ることを確認。燃料デブリの大部分が圧力容器底部に存在していると推定。
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構台

安全第一福島第一
安全第一福島第一 安全

第一
福島第一

566体

廃止措置等に向けた進捗状況：プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手至近の目標

格納容器内部調査の実施
燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施。
【調査及び装置開発ステップ】
X-53ペネ(※4)からの調査

・PCV内部調査用に予定しているX-53ペネの水没確認を遠隔超音波探傷装置を用いて調査を実施し、
水没していないことを確認(2014/10/22～24)。

・PCV内を確認するため、2015/10/20、22にX-53ペネから格納容器内部へ調査装置を入れ、
映像、線量、温度の情報を取得、内部の滞留水を採取。格納容器内の構造物・壁面に損傷は確認
されず、水位は推定値と一致しており、内部の線量は他の号機に比べて低いことを確認。

・今後、得られた情報の分析を行い、燃料デブリ取り出し方針の検討等に活用する。

２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
４／６

※プラント関連パラメータは２０１６年７月２７日１１：００現在の値

３号機

原子炉建屋

窒素封入流量
PCV（※３）：-Nm3/h

ＰＣＶ水素濃度
Ａ系：0.03vol%
Ｂ系：0.03vol%

窒素封入流量
RPV（※２）：17.32Nm3/h

ＲＰＶ底部温度：約28℃ PCV内温度：約28℃

トーラス室水位：約OP3,370(2012/6/6測定)

タービン建屋水位：TP.1,457

トーラス室雰囲気線量：100～360mSv/h(2012/7/11測定)

PCV内水位：PCV底部＋約6.3m（2015/10/20測定）

三角コーナー水位：OP3,150（2012/6/6測定）

原子炉建屋内雰囲気線量：
最大4,780mSv/h（１階北東 機器ハッチ前）（2012/11/27測定）

ＳＦＰ（※１）温度：25.5℃

給水系：1.9m3/h
ＣＳ系：2.5m3/h

＜略語解説＞
（※１）ＳＦＰ（Spent Fuel Pool） ：

使用済燃料プール。
（※２）ＲＰＶ（Reactor Pressure Vessel）：

原子炉圧力容器。
（※３）ＰＣＶ（Primary Containment Vessel）：

原子炉格納容器。
（※４）ペネ：

ペネトレーションの略。格納容器等に
ある貫通部。

主蒸気隔離弁※室からの流水確認
３号機原子炉建屋１階北東エリアの主蒸気隔離弁室の扉付近
から、近傍の床ドレンファンネル（排水口）に向かって水が
流れていることを2014/1/18に確認。排水口は原子炉建屋
地下階につながっており、建屋外への漏えいはない。
2014/4/23より、原子炉建屋2階の空調機械室から１階の
主蒸気隔離弁室につながっている計器用配管から、カメラに
よる映像取得、線量測定を実施。2014/5/15に主蒸気配管
のうち１本の伸縮継手周辺から水が流れていることを確認した。
３号機で、格納容器からの漏えい箇所が判明したのは初めて
であり、今回の映像から、漏えい量の評価を行うとともに、
追加調査の要否を検討する。
また、本調査結果をPCV止水・補修方法の検討に活用する。

※主蒸気隔離弁：原子炉から発生した蒸気を緊急時に止める弁

３号機原子炉格納容器機器ハッチ 小型調査装置による調査結果

・燃料デブリ取り出しに向けた原子炉格納容器調査の一環として、3号機原子炉格納
容器(PCV)機器ハッチの周辺について、2015/11/26に小型調査装置を用いて
詳細調査を実施。

・格納容器内水位より下部にあたる機器ハッチ周辺にて、錆などの汚れが確認された
ため、シール部からにじみ程度の
漏えいの可能性が考えられる。
同様のシール構造である他の
格納容器貫通部も含め、調査・
補修方法を検討する。

撮影方向

点検架台及び水面

PCV内雰囲気線量：
最大約1Sv/h（2015/10/20測定）

PCV内部
調査実績

１回目
(2015/10～
2015/12)

・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定
・水位、水温測定 ・滞留水の採取
・常設監視計器設置（2015/12）

PCVからの
漏えい箇所

・主蒸気配管ベローズ部（2014/5確認）

ＰＣＶ内水温：約28℃
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上部透水層

難透水層

くみ上げ

揚水井
下部透水層

難透水層

④サブドレン

地下水ドレン

地下水位

海水面

原子炉建屋

⑧海側遮水壁⑤陸側遮水壁 ⑤陸側遮水壁

③地下水バイパス
⑥敷地舗装

雨

⑦水ガラス
地盤改良

ウェルポイント

②トレンチ

くみ上げ
セシウム除去

淡水化

タービン建屋
くみ上げ④サブドレン

くみ上げ

廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業

原子炉冷却、滞留水処理の安定的継続、信頼性向上至近の目標

設備改善

：想定漏えいルート（凡例）

多核種
除去設備等

貯蔵タンク
（RO濃縮塩水）

２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
５／６

汚染水（RO濃縮塩水）の処理完了

多核種除去設備（ALPS）等７種類の設備を用い、汚染水（RO濃縮塩
水）の処理を進め、タンク底部の残水を除き、2015/5/27に汚染水の処理
が完了。
なお、タンク底部の残水については、タンク解体に向けて順次処理を進める。

また、多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水については、
多核種除去設備で再度浄化し、更なるリスク低減を図る。

サブドレン水を汲み上げることによる地下水流入の抑制

地下水バイパスにより、建屋付近の地下水位を低下させ、建屋への地下水流入を抑制

揚水井

地下水の流れ

（山側→海側）

サブドレンポンプ稼働により
地下水抜水

地下水

建屋へ流れ込む地下水の量を減らすため、建屋周辺の井戸（サブドレン）からの
地下水のくみ上げを2015/9/3より開始。くみ上げた地下水は専用の設備により
浄化し、水質が運用目標未満であることを東京電力及び第三者機関にて確認した
上で排水。

山側から流れてきた地下水を建屋の上流で揚水し、建屋内への地下水流入量を抑
制する取組（地下水バイパス）を実施。
くみ上げた地下水は一時的にタンクに貯留し、東京電力及び第三者機関により、
運用目標未満であることを都度確認し、排水。
揚水井、タンクの水質について、定期的にモニタリングを行い、適切に運用。
建屋と同じ高さに設置した観測孔において地下水位の低下傾向を確認。
建屋への地下水流入をこれまでのデータから評価し、減少傾向を確認。

原子炉建屋への地下水流入抑制

＜略語解説＞
（※１）ＣＳＴ
（Condensate Storage 
Tank）：

復水貯蔵タンク。
プラントで使用する水を
一時貯蔵しておくための
タンク。

信頼性向上

貯蔵タンク
（ストロンチウム

処理水等）

モバイル型
ストロンチウム
除去装置等

貯蔵タンク
（処理水）

循環注水冷却設備・滞留水移送配管の信頼性向上

・３号機ＣＳＴを水源とする原子炉注水系の運用を開始
し(2013/7/5～)、従来に比べて、屋外に敷設している
ライン長が縮小されることに加え、水源の保有水量の
増加、耐震性向上等、原子炉注水系の信頼性が向上した。

・RO装置を建屋内に新設することにより炉注水のループ
（循環ループ）は約3kmから約0.8km※に縮小

 

※１ 4号T/Bオペフロは設置案の１つであり、作業環境等を考慮し、今後更に検討を進めて決定予定

※２ 詳細なライン構成等は、今後更に検討を進めて決定予定

＃１～＃３

Ｒ／Ｂ

＃１～＃４

Ｔ／Ｂ
集中ラド
ＨＴＩ

ＳＰＴ
塩分除去
（RO装置）

ＲＯ
装置

P

＃１～＃３

ＣＳＴ 現状ライン
（建屋内循環開始後はバックアップ）

Cs除去
（ＳＡＲＲＹ、

ＫＵＲＩＯＮ）P

※1

地下水流入

移送ライン

排水ライン

RO装置を４号T/Bオペフロ※１に新設
SPTからRO装置への移送ライン、

RO廃液の排水ライン設置※２

貯蔵
タンク

※１ 4号T/Bオペフロは設置案の１つであり、作業環境等を考慮し、今後更に検討を進めて決定予定

※２ 詳細なライン構成等は、今後更に検討を進めて決定予定

＃１～＃３

Ｒ／Ｂ

＃１～＃４

Ｔ／Ｂ
集中ラド
ＨＴＩ

ＳＰＴ
塩分除去
（RO装置）

ＲＯ
装置

P

＃１～＃３

ＣＳＴ 現状ライン
（建屋内循環開始後はバックアップ）

Cs除去
（ＳＡＲＲＹ、

ＫＵＲＩＯＮ）P

※1

地下水流入

移送ライン

排水ライン

RO装置を４号T/Bオペフロ※１に新設
SPTからRO装置への移送ライン、

RO廃液の排水ライン設置※２

貯蔵
タンク
貯蔵
タンク

※：汚染水移送配管全体は、余剰水の高台への移送ライン（約1.3km）を含め、約2.1km

建屋への地下水流入を抑制するため、
建屋を囲む陸側遮水壁の設置を計画。
2014/6/2から凍結管の設置工事を実
施し、2016/2に凍結設備の工事完了。
2016/3より海側及び山側の一部、
2016/6より山側95%の範囲の凍結
を開始。

H1東エリア解体開始時の様子 H1東エリア解体後の様子
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Ａ

Ｂ

Ｆ

固体廃棄物貯蔵庫3～8棟

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ
Ｒ

Ｔ

Ｓ

Ｕ

Ｑ

Ｖ

W

P

固体廃棄物貯蔵庫1,2棟

H2

D

瓦礫類保管エリア
伐採木保管エリア
瓦礫類保管エリア（予定地）
伐採木保管エリア（予定地）
セシウム吸着塔保管エリア
スラッジ保管エリア
スラッジ保管エリア（運用前）
濃縮廃液保管エリア
使用済保護衣等保管エリア

廃止措置等に向けた進捗状況：敷地内の環境改善等の作業

・発電所全体からの追加的放出及び事故後に発生した放射性廃棄物（水処理二次廃棄物、ガレキ等）による放射線の影響を低減し、
これらによる敷地境界における実効線量1mSv/年未満とする。

・海洋汚染拡大防止、敷地内の除染

至近の
目標

２０１６年７月２８日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
６／６

大型休憩所の状況

海側遮水壁の設置工事

汚染された地下水の海洋への流出を防ぐ
ため、海側遮水壁を設置。
2015/9/22に鋼管矢板の打設が完了し
た後、引き続き、鋼管矢板の継手処理を
行い、2015/10/26に海側遮水壁の継
手処理を完了。これにより、海側遮水壁
の閉合作業が終わり、汚染水対策が大き
く前進した。

海側遮水壁 鋼管矢板打設完了状況

放射線防護装備の適正化

福島第一原子力発電所敷地内の環境線量低減対策の
進捗を踏まえて、１～４号機建屋周辺等の汚染の高い
エリアとそれ以外のエリアを区分し、各区分に応じた
防護装備の適正化を行うことにより、作業時の負荷軽
減による安全性と作業性の向上を図ります。

2016/3/8より、作業員の負担を考慮し限定的に
運用を開始しました。

作業員の皆さまが休憩する大型休憩所を設置
し、2015/5/31より運用を開始しています。

大型休憩所には、休憩スペースに加え、事務
作業が出来るスペースや集合して作業前の安全
確認が実施できるスペースを設けています。

大型休憩所内において、2016/3/1にコン
ビニエンスストアが開店、4/11よりシャワー
室が利用可能となりました。作業員の皆さまの
利便性向上に向け、引き続き取り組みます。

線量率モニタの設置

福島第一構内で働く作業員の方が、
現場状況を正確に把握しながら作業で
きるよう、2015/1/4までに合計86
台の線量率モニタを設置。

これにより、作業する場所の線量率
を、その場でリアルタイムに確認可能
となった。

また、免震重要棟および入退域管理
棟内の大型ディスプレイで集約して確
認可能となった。

線量率モニタの設置状況

固体廃棄物貯蔵庫9棟
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東京電力としての反省と誓い
～第三者検証委員会の検証結果報告書を受けて～

<概要版>

2016年8月3日

東京電力ホールディングス株式会社

東京電力は、どのような事態に直面しても、立地地域をはじめ、広く社会の

皆さまの安全・安心を最優先とし、しっかりと事実をお伝えするという姿勢を

貫く覚悟を持ち続けることを誓います。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 1

１．概要

• 2016年6月16日、第三者検証委員会より福島第一原子力発電所に係る通報・
報告に関する検証報告書を受領しました。

• これを踏まえ、同月21日、「東京電力としての反省と誓い」・対策・人事措置を公表
しました。

経
緯

反
省
と
誓
い

今
後
の
対
応

• 第三者検証委員会の指摘に対する追加対策を講じます。
• 本件を重く受けとめ、関係者を処分しました。
• 引き続き、新潟県と共同で設置した「合同検証委員会」で調査を行います。

• 事故当時、「炉心溶融」という用語を使わないよう社長が指示し、公表を差し
控えたことが隠ぺいと捉えられるのは当然であり、ステークホルダー(※1)の信頼
に背く行為でありました。深くお詫びします。

• 立地地域をはじめ、社会の皆さまの安全・安心を最優先し、しっかりと事実を伝え
る姿勢を貫くことを誓います。
(※1)「ステークホルダー」・・・企業などが活動する上で、何らかの関わりを持つ人物や団体などのこと。
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２．第三者検証委員会報告のポイント

• 官邸や保安院の関与と指示について、具体的な内容までは確認できませんでした
が、東電社長が幹部や広報担当者に「炉心溶融」という用語を使わないよう指示し、
社内でその用語を控えるべきとの認識が広がっていました。その結果、公表の際、
「炉心溶融」という用語の使用を避けてしまいました。

• 「炉心溶融」という用語を使用しなかったことによる国の避難指示等の実施への影響
はほとんどなかったものの、福島県や自治体に対する説明としては不十分でした。

事故当時の社内マニュアルに則って、「炉心溶融」を判定・公表しなかったこと１

• 「炉心溶融」という用語は学術的、一般的にも定義がなく社員間でも統一的な見解
はありませんでした。しかし、実際には事故当時の社内マニュアルには「炉心損傷
割合5％を超えた場合は『炉心溶融』と判定する」と記載されていました。

• 技術委員会の対応を行った社員は、「炉心溶融」が解釈に幅のある用語で明確な
定義がないものと理解しており、社内マニュアル上の「炉心溶融」の定義を知りま
せんでした。

• 社内マニュアル上の「炉心溶融」の定義を知っていた社員は一部に限られており、
技術委員会で定義の有無が問題となっているという事実を知りませんでした。

• 新潟県技術委員会に誤った説明をしたことは明らかではありますが、故意や意図
的なものは確認されず、特定の社員の責任というよりは社員間の相互確認の不足
が問題でした。

新潟県技術委員会に事故当時の経緯を説明する中で誤った説明を繰り返したこと２
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３．「東京電力としての反省と誓い」骨子

東京電力は、どのような事態に直面しても、立地地域をはじめ、広く社会の

皆さまの安全・安心を最優先とし、しっかりと事実をお伝えするという姿勢を

貫く覚悟を持ち続けることを誓います。

• 事故当時、「炉心溶融」という用語を使わないよう社長が指示し、公表を差し控えた
ことは不適切な対応であり、痛恨の極みです。

• 立地地域をはじめ、社会の皆さまの立場に立てば、隠ぺいと捉えられるのは当然で
あり、ステークホルダーの信頼に背く行為でありました。深くお詫び申し上げます。

• これを教訓として過去と決別し、安全最優先の運営、正確・迅速・分かりやすい 情
報発信を肝に銘じ、社長以下、全社員一丸となって不退転の決意をもって再発防
止対策に取り組んでまいります。
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４．対策（追加・既出）①

事故の反省を踏まえた原子力安全改革プランの一層強化・加速化のため、以下の
追加対策を実施。

追加対策 （参考）既出対策

通
報
に
つ
い
て

・放射線量が刻々と変化するなど、訓練
シナリオの多様化

・緊急時対策要員の教育内容の見直し
（全体体系の学習）

・マニュアル理解度テストによる力量管理

・ICS（Incident Command System）(※2)の考え
を導入

・緊急時対策要員が用いるマニュアル体系
の再構築

・緊急時対策要員の教育・力量管理の実施
・改善された組織体系で原子力事故訓練を実施

公
表
に
つ
い
て

・用語の使い方を技術的に判断する責任者
の設置

・対外対応統括の役割である「社長提言」を
マニュアルに明記

・今回の教訓の研修素材への採用
・社外からの厳しい要請等も想定した防災

訓練の実施
・国等への通報､会話を記録する運用の整備

・対外通報を行う官庁連絡班と対外広報を行う
広報班の総括責任者として対外対応統括を
設置

・社会目線で対外対応するリスクコミュニケー
ター（ＲＣ）(※3)の設置

・発電所等と同時連携した広報訓練の実施

事故当時の社内マニュアルに則って、「炉心溶融」を判定・公表しなかったこと１

(※2) 「ICS」・・・米国で実績のある非常時の指揮命令系統を明確にする仕組み。

(※3) 「リスクコミュニケーター」・・・社内外にリスクを含めた情報を、分かりやすく正確に発信するための専門職。
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【参考】緊急時対応体制の概要
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５．対策（追加・既出）②

追加対策 （参考）既出対策

情
報
共
有
の

あ
り
方

・原子力部門における重要な業務課題
等に対する情報共有強化

・安全設計根拠の学習、社内専門家
育成の促進

・「原子力人材育成センター（仮称）」を
活用した個人スキルの向上

・各発電所や各部の幹部社員による情報
共有会議の実施

・様々な機会を通じて幹部社員からの
メッセージをイントラネット(※4)へ掲載

・原子力関係社員への経営層メッセージ
発信、集合研修、グループ対話の実施

・原子力技術系社員による広報部門の
駐在研修、社外講師による講演の実施

情
報
を
見
つ
け

出
す
仕
組
み

・「積極的に報告する」基本姿勢の徹底
と社内外への明示

・当時の通報、公表に関し、改めて社員
から広く情報収集

・合同検証委員会の検証項目に関する
情報提供の呼びかけ

・企業倫理遵守に向けた体制・制度の
整備・言い出す仕組み構築

・ソーシャルコミュニケーション室を中心と
した社会目線の啓発活動

・ＲＣによるリスク情報の収集と経営層や
原子力部門に対する提言

２ 新潟県技術委員会に事故当時の経緯を説明する中で誤った説明を繰り返したこと

(※4) 「イントラネット」・・・情報を共有するための企業内ネットワーク。
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６．関係者の人事措置

• 代表執行役社長廣瀬直己減給10％1カ月

• 常務執行役姉川尚史減給30％1カ月

※上記のほか、関係者１名に対して厳重注意の措置を行う。
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７．本件を踏まえて

当社は、原子力発電所を運営する事業者として、何よりも安全を最優先と
した運営を行うとともに、立地地域をはじめ、社会の皆さまに、正確に、分か
りやすく、速やかに事実をお伝えすることが、極めて重要と考えております。

本件を教訓として過去と決別し、二度とこのようなことが起きないよう、安
全最優先の運営と、正確で分かりやすい情報発信を速やかに行うことを肝
に銘じ、社長以下、全社員が一丸となって再発防止対策に取り組んでまいり
ます。

当社は、社会の皆さまに原子力事業を任せるに足る存在と認めていただ
けるよう、不退転の決意を持って取り組んでまいります。



 

 

 

 

 

東京電力としての反省と誓い 
～第三者検証委員会の検証結果報告書を受けて～ 

 

2016 年 6 月 21 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

東京電力は、どのような事態に直面しても、立地地域をはじめ、広く社会の

皆さまの安全・安心を最優先とし、しっかりと事実をお伝えするという姿勢

を貫く覚悟を持ち続けることを誓います。 

 

当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、立地地域の皆さ

まをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、あ

らためて心よりお詫び申し上げます。 

 

このたび、福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告問題について、第三者検証委員

会にて検証いただきました。（2016 年 6 月 16 日お知らせ済み） 

その調査結果の中で、いくつもの重要な事実が確認されておりますが、特に、「事故当時、

『炉心溶融』の用語を使わないよう当時の社長が指示し、それにしたがって公表を差し控

えてしまった」ことが重大と考えています。 

 

当社としては、事故当時、とりわけ立地地域の皆さまに事実を分かりやすく伝えること

ができなかったという点で、対応が不適切であったと深く反省し、心よりお詫び申し上げ

ます。 

 

当社は、原子力発電所を運営する事業者として、何よりも安全を最優先とした運営を行

うとともに、立地地域をはじめ、社会の皆さまに、正確に、分かりやすく、速やかに事実

をお伝えすることが、極めて重要と考えております。 

 

事故当時、社長の指示により不適切な公表につながったことについて、今回確認された

ことは痛恨の極みです。社会の皆さまの立場に立てば隠ぺいと捉えられるのは当然であり、

ステークホルダーの信頼に背く行為であったと考えます。深くお詫び申し上げます。これ

を教訓として過去と決別し、二度とこのようなことが起きないよう、安全最優先の運営と、

正確で分かりやすい情報発信を速やかに行うことを肝に銘じ、社長以下、全社員が一丸と

なって再発防止対策に取り組んでまいります。 

当社は、社会の皆さまに原子力事業を任せるに足る存在と認めていただけるよう、不退

転の決意を持って取り組んでまいります。 

 

 



 

 

 

（添付資料） 

①福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告問題に関する当社の対策について 

②人事措置について 

 

以 上                            
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福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告問題に関する当社の対策について 

2016 年 6 月 21 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

１．経緯・背景と問題点の概要 

  

［問題発覚の経緯］ 

当社は、防ぐべき事故を防げなかったことを深く反省し、二度と過酷事故を起こさ

ないという決意のもと、事故の技術面での原因分析に加えて事故の背景となった組織

的な原因についても分析を行いました。そのうえで、これらの反省を踏まえた対策で

ある「原子力安全改革プラン1」を策定し、世界最高水準の安全を目指した不断の改革

を進めているところです。 

一方、新潟県では「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会（以下、新

潟県技術委員会）」において、福島第一原子力発電所事故の検証・総括が行われており、

その一項目として、「SPEEDI やメルトダウン情報の非開示について」が扱われており

ます。当社は、新潟県技術委員会からのご質問等に対して、事故当時の国および自治

体への通報・報告の内容や実施状況などの調査結果をご説明してまいりました。 

「炉心溶融」の判断・公表に係るご指摘については、2012 年 12 月 14 日に開催され

た平成 24 年度第 4 回新潟県技術委員会において、「把握している事実を正確に伝える

ことを重視し、確かな情報がない中で憶測や推測に基づく説明を記者会見で行うこと

は極力避けてきた」、「炉心の状況を示す情報が限定的であり、一方で『炉心溶融』や

『メルトダウン』といった用語の定義が定まっておらず、正確な表現に努めようとし

たことが、かえって事象を小さく見せようとしているとの指摘につながった」とご説

明いたしました。また、2013 年 10 月以降、新潟県技術委員会のもとで行われた「福

島事故検証課題別ディスカッション」の場においても、「メルトダウンという言葉の定

義がなく、使いにくい空気があった」（2014 年 9 月 2 日・第 4 回課題別ディスカッシ

ョン）、「メルトダウン公表に関する社外からの指示、社内への指示について聞き取り

（対象：清水社長、小森常務）、社外からの指示も社内への指示もなかった」（2015 年

11 月 25 日・第 6 回課題別ディスカッション）との説明をおこなってまいりました。 

しかしながら、社内調査を進めていく中、本年 2 月上旬になって、国の避難指示の

法令上の根拠について調査を行っていた社員が、事故当時の「原子力災害対策マニュ

                                                
1 2013 年 3 月 29 日策定。詳細は、当社ホームページ「原子力安全改革の取り組み」

（http://www.tepco.co.jp/challenge/nuclear_safety/index-j.html）を参照。 

添付資料① 
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アル（以下、原災マニュアル）」を確認したところ、炉心損傷割合が 5％を超えていた

場合、炉心溶融と判定する旨、記載されていることを発見しました。 

当社は、この事実を本年 2 月 24 日に公表2するとともに、同年 3 月 23 日に開催され

た平成 27 年度第 4 回新潟県技術委員会において、この経緯をご説明いたしました。 

これまで新潟県技術委員会に対して、当社が行ってきたご説明は、上記の社内マニ

ュアルを十分に確認せず、炉心溶融と判定する根拠がなかったという点において誤り

でありました。 

 

［第三者検証委員会の設置］ 

当社は、本件、福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告に関する実態の解明に

取り組むに当たり、客観的・中立的に検証するためには、当社からの独立性が高い第

三者による調査・検証が最適との判断から、本年 3 月 9 日に、3 名の弁護士を委員と

する第三者検証委員会（委員長：田中康久弁護士・元法務省公安審査委員会委員長）

を設置3し、この問題の経緯・原因等について徹底した検証を行っていただくこととい

たしました。第三者検証委員会による検証項目は以下のとおりです。 

- 事故当時の社内マニュアルに則って、炉心溶融を判定・公表できなかった経

緯や原因 

- 事故当時の通報・報告の内容 

- 新潟県技術委員会に事故当時の経緯をご説明する中で誤った説明をした経

緯や原因 

- その他、第三者検証委員会が必要と考える項目 

 

［東京電力 HD・新潟県合同検証委員会（仮称）の設置］ 

当社は、新潟県技術委員会から第三者検証委員会に、本年 4 月 11 日に要請した「メ

ルトダウンの公表に関し今後明らかにすべき事項」4のうち、「第三者検証委員会が東

京電力から依頼された検証項目に該当しないとした項目」等について、「東京電力 HD・

                                                
2 公表の内容は、当社プレスリリース「福島第一原子力発電所事故当時における通報・報告

状況について」（http://www.tepco.co.jp/press/release/2016/1271095_8626.html）を参

照。 
3 公表の内容は、当社プレスリリース「「福島第一原子力発電所事故当時に係る通報・報告に

関する第三者検証委員会」の設置について」

（http://www.tepco.co.jp/press/release/2016/1271095_8626.html）を参照。 
4 本年 4 月 11 日に新潟県技術委員会から、第三者検証委員会に対して行われた要請。詳細

は、新潟県ホームページ「報道発表資料」

（http://www.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/1356840157268.html）を参照。 
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新潟県合同検証委員会（仮称）」を設置し、新潟県の協力を得て検証を行うこととして

おります。 

 

［第三者検証委員会の検証結果と問題点の概要］ 

第三者検証委員会は、約 3 ヶ月にわたる調査を終え、このたび検証結果報告書を取

りまとめ、当社は本年 6 月 16 日にこれを受領いたしました。この検証結果報告書を踏

まえると、本件については、以下のような問題点があると考えております。 

問題点Ⅰ 事故当時、「炉心溶融」という言葉を用いた通報・公表を行わなかった

こと 

（①通報の問題点） 

- 本件事故後の福島第一原発の通報の運用に照らせば、本来であれば 15 条

該当として通報するのが自然であったのに、それをしなかった。（検証結

果報告書 p35） 

- 福島第一原子力発電所において、緊急時対策班は、通報文へ「炉心溶融」

に当たるとの記載を避けた可能性が濃厚。（p35） 

- 「炉心損傷割合」の通報以外にも、いくつかの問題点があるように感じら

れ、例えば、敷地境界線等の放射線量の通報においては、高い数値をすぐ

に通報しなかったり、敷地境界以外で高い数値が検知されたことにつき通

報しなかったりしたことが認められ、また、原子炉の状況に関する通報も

十分ではなかった。（p69） 

（②公表の問題点） 

- 東電の社内では、2011 年 3 月 13 日には、①マスコミに発表する際には、

官邸側に報告し、事前の了承を得ることと、②対外的に「炉心溶融」を認

めることについては、慎重な対応をすることの二つの注意事項が伝播して

いたと認められる。（p31） 

- 清水社長が、記者会見に臨んでいた武藤副社長に対し、東電の広報担当社

員を通じて、『炉心溶融』などと記載された手書きのメモを渡させ、「官邸

からの指示によりこれとこの言葉は使わないように」旨の内容の耳打ちを

させた。（p30） 

問題点Ⅱ 新潟県技術委員会に対して誤ったご説明を繰り返してきたこと 

- 東電が新潟県技術委員会に対して、「炉心溶融の用語の定義がない」旨誤

った説明をしていたことは明らかである。その説明が不正確かつ不十分な

ものであったことは明らかである。（p69） 
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- 清水社長が、記者会見に臨んでいた武藤副社長に対し、東電の広報担当社

員を通じて、『炉心溶融』などと記載された手書きのメモを渡させ、「官邸

からの指示によりこれとこの言葉は使わないように」旨の内容の耳打ちを

させた。（p30） 

当社は、これらの検証結果を厳粛に、そして全面的に受け止め、事故当時の通報・

広報の不手際、新潟県技術委員会での誤ったご説明といった、これまでの対応を反省

し、深くお詫びするとともに、経営の責任において、これらの問題点に係る原因分析

を行い、以下の通り対策を取りまとめました。 

 

 
２．問題点の原因分析と対策 

 

問題点Ⅰ．事故当時、「炉心溶融」という言葉を用いた通報・公表を行わなかった 

こと 

事故当時、「炉心溶融」という言葉を用いなかったことについては、通報の問題（Ⅰ

-①）と公表の問題（Ⅰ-②）があると考えており、以下にその原因分析と対策を示し

ます。 

 

原因と対策（Ⅰ-①通報の問題点：緊急時対応の実効性） 

検証結果報告書では、「炉心溶融」の通報について、事故時の通報内容が不十分であ

ったとされており、加えて、放射線量の通報や原子炉の状況に関する通報も十分では

なかったことについても問題とされています。 

これらへの対策として全電源喪失等の過酷事故を想定した防災訓練の必要性が指

摘されております。また、緊急時対応の実効性を向上させるためには、マニュアルに

おける責任箇所の明確化など、実務に即した内容の見直しについても、示唆されてお

ります。 

［検証結果報告書の主な記載］ 

- 福島第一原子力発電所では、防災訓練は、予め日時が決められ、シナリオも用

意されていたため、防災訓練に参加する緊急時対策班の要員らは、その都度、

原災マニュアルを確認しなくても、対応することが可能であった。（p33） 

- 本来通報文の作成担当は情報班のはずであったが、技術的チェックが必要な事

案では、技術班で資料が作成されることもあったため、通報文作成の責任者が

誰となるのか、福島第一原子力発電所の内部処理にやや混乱が生じていた可能
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性も否定できない。（p18） 

- 「アクシデントマネジメントの手引き」に、原子力災害特別措置法（以下、原

災法）15 条との関連について注記することが望ましいとの本店からの指示

（2000 年 10 月頃）はあったが、柏崎刈羽 6 号機、福島第一・福島第二におい

ては、その趣旨での改定が行われなかった。（p13） 

なお、検証結果報告書では、当社が通報文を作成する際、「炉心溶融」に当たるとの

記載を避けた可能性が濃厚とも記載されておりますが、これについてはⅠ-②にて後

述します。 

［これまでの取り組みと現在の状況］ 

当社は、「原子力安全改革プラン」を策定する中で、福島第一原子力発電所事故にお

いて現場対応が混乱した要因として、指揮命令系統が不明確であったこと、情報共有

が円滑に行われなかったこと等をあげており、これらの背景には、複数号機の同時被

災を想定した備えが充分でなく、組織体制に柔軟性が欠けていたことがあったと分析

しています。 

この反省のもと、現在では、指揮命令系統や情報伝達に混乱が生じないように、米

国で実績のある ICS（Incident Command System）の考え方を導入し、指揮命令系統を

明確にするとともに、情報共有を効率的に行うための様式やツールの整備などを行っ

ております。 

また、緊急時対策要員が用いるマニュアル体系を再構築し、各機能班が用いるガイ

ドの改良を進めております。並行して、緊急時対策要員全員に対して、これらガイド

等の教育を実施し、要員の力量管理の仕組みも導入しております。 

この改善された体制において、極めて発生頻度の低い事態が発生した場合でも、組

織として適切な行動を取ることができるよう、柏崎刈羽原子力発電所では震災以降の

5 年間に、総合訓練を約 50 回、個別訓練を約 8,600 回行っております。こうした中で

は、例えば多い時で 1 回の訓練において原災法 10 条および 15 条事象が合計 16 回発

生し、これに伴う通報を行うなど、状況がめまぐるしく変化する中でも、15 条通報、

25 条通報を適切に実施できるようにする訓練も実施しております。 

［追加対策］ 

 このように、事故の反省を踏まえ、緊急時対応訓練は質・量ともに大幅に拡充して

おりますが、今後は、さらに厳しい事象として、炉心損傷が発生し、敷地境界線量あ

るいは敷地内の放射線量が刻々と変化する中で、断続的な通報が必要となるようなシ

ナリオに基づく訓練についても高頻度で行うなど、様々な訓練を継続的に実施してま

いります。 

 さらに、こうしたマニュアルを使用する緊急時対策要員が、緊急事態において、よ
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り適切に活動できるようにするために、緊急時対策要員の教育に関しては、各要員個

人の役割と実施事項はもとより、他の班や組織全体の対応に関する理解も深まるよう

教育内容を見直し、速やかに実行してまいります。  

また、今回、炉心溶融判定図5を認知していた社員には、人事異動等で緊急時対策要

員に任命されたことで改めて勉強したという者がいたことから、今後、緊急時対策要

員全員は、任命時とその後定期的に緊急時対応に必要なすべてのマニュアル類（運転

マニュアルを含む）の研修を受講し、理解度確認テストを受け、その結果を力量確認

シートに記録することとします。  

［追加対策一覧］ 

① 放射線量が刻々と変化するなど、訓練シナリオの多様化【2016 年度～】 

② 緊急時対策要員の教育内容の見直し【2016 年 8 月】 

③ 緊急時対応マニュアルに関する理解度テスト等の実施による力量管理【2016 年

7 月～】 

 

原因と対策（Ⅰ-②公表の問題点：緊急時の広報のあり方） 

検証結果報告書では、清水社長が「炉心溶融」等の用語を使わないよう指示したこ

とが明らかになるとともに、3 月 13 日には、社内に「①マスコミに発表する際には、

官邸側に報告し、事前の了承を得ることと、②対外的に「炉心溶融」を認めることに

ついては慎重な対応をすることの二つの注意事項が伝播していた」ことが記載されて

います。この問題に関して検証結果報告書では、関係機関や立地地域の皆さまに必要

な情報を迅速かつ正確にお伝えする姿勢を徹底すべきとの示唆をいただいております。 

［検証結果報告書の主な記載］ 

- 程度の判断はできないまでも、炉心の一部の溶融の可能性がありそうだとの

判断は、原子力関係の技術者であれば当然できたはずで、東電や保安院の記者

会見で炉心溶融の可能性を認める、あるいは否定しない説明が行われたのは

技術的見地から見る限り当然のこと。（p37）  

- 保安院においては記者会見の際に「炉心溶融」について慎重な発言を行うよう

になったこと、社長から「炉心溶融」等の用語は使わないよう会見者に伝えら

れたことなどから、対外的に「炉心溶融」を肯定する発言を差し控えるべきと

の認識は、東電社内において共有されていた可能性が濃厚。（p29～32）  

- 対外的に「炉心溶融」を肯定する発言を差し控えるべきとの認識が社内で共有

された結果、福島第一原子力発電所において、通報文への「炉心溶融」の記載

                                                
5 原災マニュアルに記載された、炉心溶融の判定を行うための図 
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を避けた可能性が濃厚。（p35）  

［これまでの取り組みと現在の状況］ 

緊急時の広報のあり方に関して、当社は、「原子力安全改革プラン」において、「炉

心溶融」だと早期に公表できなかった理由を、①情報の受け取り手が事故の状況を深

刻に受け取ることを考慮するあまり、はっきり事実として断定できることしか公表・

説明を行わないこと、②事故に関する情報を本来お伝えしなければならない地域住民

のみなさま、国民のみなさまよりも、官邸や原子力安全・保安院への配慮、情報提供

を最優先としてしまったことを問題と捉えました。 

これらへの対策として、米国で実績のある ICS を導入して緊急時組織の改編を行っ

ており、対外通報を行う官庁連絡班と対外広報を行う広報班の統括責任者として「対

外対応統括」を設置し、通報・公表に関しての提言を行う体制とするとともに、緊急

時における広報・通報対応は、社会目線に基づきリスクコミュニケーションを行うた

めに設置したリスクコミュニケーター（以下、「RC」）が実施する体制を整えておりま

す。 

この改善された体制にて、通報・連絡や炉心溶融に係る広報対応について、社外専

門家（元報道機関関係者）の監修のもとでの訓練等を行っており、2014 年 11 月に実

施された新潟県主催の総合防災訓練においても、炉心溶融を想定した訓練を実施し、

社会目線に立って炉心溶融等の情報を発信していくことに取り組んでおります。この

訓練を視察した複数の危機管理コンサルタントからは、非常に厳しい過酷事故でも、

対外対応統括や RC が役割を果たし、社会に対する適切な情報発信が行えている旨の

評価をいただいております。 

また、広報部門においては、定期的に本社と各発電所や、福島復興本社、新潟本部

と同時連携した訓練を行い（2015 年 4 月から計 15 回）、各所で連携し、迅速な情報伝

達・発信を実施できるよう、広報対応能力向上に努めております（上記訓練と同様、

社外専門家による監修）。 

緊急時において、組織のトップとして様々な経営判断・指揮命令を行うこととなる

社長には、同時に、社外からの要請等も集中することが考えられますが、上記の「原

子力安全改革プラン」の実行責任者である現社長の下では、事故当時と同様の公表に

関する不適切な指示は、仕組みとしても、姿勢としても、二度と出されないものとな

っております。 

［追加対策］ 

このように、福島第一原子力発電所事故当時の反省を踏まえ、緊急時の広報・通報

については、適切に運用されるように仕組みを整備し、またその実行は社長が責任を

持つことで実効性を確保することとしております。 

加えて、これらの取り組みを一層強化・加速化する観点から、以下の追加対策を取
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ることとします。 

緊急時の対外対応においては、事故の進展状況を正確に把握し、どのように説明す

るか、どの用語を使用するか、技術的判断が必要な場合があると想定されます。この

判断の責任は原子力・立地本部長が担い、一定の基準を示すこととし、そこに広報対

応を行う RC の課題認識を適宜フィードバックしながら、会社としての対外対応方針

を決定していく仕組みを整えます。そのうえで、「対外対応統括」の役割として、社長

に対して社会目線での情報発信を直接提言することをマニュアルに明記します。 

また、緊急時において、どのような事態に直面しても、社会目線に立って適切に情

報発信することができるよう、今回の事象を教訓として、経営層・RC・SC 室の研修材

料に取り入れていくとともに、緊急時の情報発信に対する厳しい要請等も想定した総

合防災訓練を実施します。 

 

なお、緊急時における本社と原子力発電所のテレビ会議の状況については、映像・

音声、発話内容の記録が行われるようになっております。訓練においても記録は行っ

ており、これらは実施状況の反省や振り返りに活用することで、次の訓練につなげて

おります。また、今後、事態の経過を適切に記録に残し、検証することが可能となる

よう、対外的に重要性の高い公的な通報・会話についても記録するようにしてまいり

ます。なお、これらの記録については、緊急時広報のあり方に関して社外有識者の方々

からご助言をいただくためにも活用してまいります。 

[追加対策一覧] 

① 用語の使い方を技術的に判断する責任者の設置【2016 年 8 月】 



- 9 - 

 

② 対外対応統括の役割として「社長への提言」をマニュアルに明記【2016 年 8 月】 

③ 今回の事象の教訓の研修材料への取り込み【2016 年 8 月】 

④ 厳しい要請等も想定した防災訓練の実施【2016 年 9 月】 

⑤ 国等への通報・会話を記録する運用の実施【2016 年 8 月】 

⑥ 社外有識者の方々からのご助言の活用【2016 年 8 月】 

 

これまでのご説明の誤り（問題点Ⅰについて） 

今回、検証結果報告書で明らかになったように、事故当時、「炉心溶融」について、

社内マニュアルには判定基準の記載があり、技術系社員が「炉心溶融」の可能性につ

いて認識しておりました。また、初期の広報では炉心溶融の可能性を否定していたわ

けではありませんでした。それにもかかわらず、公表上は「炉心溶融」の用語を使わ

ないよう社長が指示し、それにしたがって公表を差し控えてしまったことは、社会の

皆さまに事実を分かりやすく伝えることができなかったという点で対応が不適切であ

ったと深く反省し、お詫びいたします。  

今後、二度と同様の事態を引き起こさないよう、現社長の下、適切な通報・公表に

努めてまいります。  

 
 

問題点Ⅱ．新潟県技術委員会に対して誤ったご説明を繰り返してきたこと 

実際には判断の根拠になりうる基準を示した社内マニュアルが存在したにもかか

わらず、当社は、新潟県技術委員会の場で、繰り返し「炉心溶融」や「メルトダウン」

といった用語の定義が定まっていなかった」とご説明してまいりました。 

この対応の誤りについては、検証結果報告書を踏まえると、情報共有のあり方（Ⅱ

-①）と情報を見つけ出す仕組み（Ⅱ-②）の二つの問題があると考えられ、以下にそ

の原因分析と対策を示します。 

 

原因と対策（Ⅱ-①情報共有のあり方） 

検証結果報告書では、社内の情報共有が不十分であったことが指摘されており、社

員間の情報共有を進めるための方策の検討が必要であるとの提言をいただいておりま

す。  

［検証結果報告書の主な記載］ 
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- 原災マニュアルで使用されている「炉心溶融」の用語は、物理現象としての「炉

心溶融」と必ずしも一致するものではなく、「炉心溶融」の用語は多義的に用い

られてきた。（p66） 

- 新潟県技術委員会の対応を行っていた社員らは、本件事故当時の原災マニュア

ルに「炉心溶融」の判定基準が記載されていたことを知らなかった。（p67） 

- 本件事故当時の原災マニュアルに「炉心溶融」の判定基準が記載されていたこ

とを知っていた者もいたが、限られた範囲の社員に止まっており、新潟県技術

委員会において「炉心溶融」等の定義・判定基準が問題となっているという事

実を知らなかった。（p67） 

［これまでの取り組みと現在の状況］ 

情報共有の問題に関しては、部門間の情報伝達を密にする必要があるという点と、

伝達された情報を咀嚼して業務に活かすという意味で、個人の力量を高める必要があ

るという点の両面から改善していく必要があると考えられます。 

社内における情報共有という点では、各発電所や各部の課題等を共有するために幹

部社員による情報共有会議を毎週実施するとともに、各職場においては所内、部内、

グループ内等の会議を定期的に行う等、それぞれのレベルにおいて情報共有を行って

おります。また、幹部社員は様々な機会に発信する自らのメッセージをイントラネッ

トにも掲載し、多くの社員に伝わるようにしています。 

一方、個人の力量向上の観点からは、「原子力安全改革プラン」のもと、原子力業務

に関わる全ての社員に対し、自ら原子力安全に責任を持つ立場であるとの認識を、以

下のような活動を通じて浸透させております。 

 ・経営層および原子力リーダーの期待事項の発信とモニタリング 

・将来の原子力リーダーや幹部候補等に対する集合研修の実施 

・「10 の特性」を用いた日々の振り返り活動とグループ対話活動 

また、2015 年 2 月の福島第一原子力発電所における排水路に関する情報公開の問題

を契機として、情報公開に対する姿勢を社内で共有するため、事象発生時のデフコン

レベル6を設定して、各々の部門関係者がその重要性を認識し、協働して透明性高く迅

速に対応するといった仕組みを構築し、実施しております。 

一方、技術系社員に対する社外コミュニケーション意識を高め、かつ社会的感性を

高めるために、技術系社員の広報部門の駐在研修や社外講師による講演も実施してお

ります。 

                                                
6 デフコンレベル（Defense Readiness Condition Level）：事象の深刻度に応じて準備する

対応レベル。 
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［追加対策］ 

しかしながら、検証結果報告書を踏まえ、これらの取り組みを一層強化・加速化す

る観点から、以下の追加対策を実施してまいります。 

社内の情報共有の点では、現在でも上記のように部内や発電所内での情報共有は行

っているものの、他の部や他の発電所における課題や重要な取り組みを知る機会、方

法は十分ではありませんでした。このため今後は、社外へ発信する重要な報告や、重

要な課題の検討状況等について、責任者である各発電所長、各部長が、定期的に、原

子力部門の全員に対してメールで配信することとします。これによって、当事者以外

の多くの社員が相互の活動を理解し、情報共有できるようにしていきます。 

また、2015 年 9 月に当社原子力発電所で発見したケーブルの不適切な敷設の問題で

得た反省を踏まえると、肝心な物事の根拠や背景にまで精通するよう、学ぶ姿勢の向

上が必要と認識しています。何か問題が発生した場合、他の関係者の話を鵜呑みにし、

断片的な情報を基に自分に都合のよい判断をすることで思考が止まらないようにする

必要があります。 

今回の問題においても、常日頃から、関連マニュアルの根拠や改訂経緯、またその

基となる法令等まで疑問を持ちながら学んでいれば、新潟県技術委員会への対応を行

っていた社員が「炉心溶融」判定基準や原災マニュアルの存在を認知できた可能性も

あると考えられます。 

よって、OJT として安全設計根拠の学習や社内専門家の育成を進めるとともに、Off-

JT として、設置を既に決定している「原子力人材育成センター（仮称）」を活用し、世

界標準の体系的教育手法を導入して徹底的に学ぶ姿勢や個人の力量を向上してまいり

ます。 

［追加対策一覧］ 

① 原子力部門における重要な業務課題等に対する情報共有の強化【2016 年 8 月】 

② OJT として安全設計根拠の学習や社内専門家の育成を進める【2016 年 7 月】 

③ Off-JT として、設置を既に決定している「原子力人材育成センター（仮称）」を

活用し、徹底的に学ぶ姿勢や個人の力量の向上を図る【2016 年 12 月】 

 

原因と対策（Ⅱ-②情報を見つけ出す仕組み） 

第三者検証委員会のヒアリングを通じて、事故当時の通報・公表に関して、これま

で社内で正しく認識されていなかった情報が存在することが確認されました。 

［検証結果報告書の主な記載］ 

- 清水社長が記者会見に臨んでいた武藤副社長に対し、東電の広報担当社員
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を通じて、『炉心溶融』などと記載された手書きのメモを渡させ、「官邸から

の指示によりこれとこの言葉は使わないように」旨の内容の耳打ちをさせ

た。（p30） 

- 福島第一原子力発電所の緊急時対策班の要員は原災マニュアルを確認しな

がら、通報等の業務に当たっていたものと認定。（p35） 

［これまでの取り組みと現在の状況］ 

当社は、2002 年 8 月に発覚した原子力不祥事や 2006 年 11 月から 2007 年 3 月にか

けて発覚した発電設備における一連のデータ改ざん問題などを教訓に、企業倫理遵守

に向けた体制・制度を整備し、現在も継続的に企業倫理推進活動を実践しております。 

さらに、2007 年 3 月には「言い出す仕組み」として、業務上の課題や問題を自発的

に言い出し、それを組織や社員間で積極的に受け止める業務運営ルールやそれを補完

するサポート体制を整備しております。 

福島第一原子力発電所事故以降は、「原子力安全改革プラン」のもと、2013 年 4 月

に設置した SC 室が中心となって、社会の尺度や目線に関する啓発活動を行い、原子力

部門の体質改善（社会目線での情報公開等に係る意識の向上など）に努めております。 

福島、新潟、青森、東京の全 8 ヶ所に配置された RC は、会議への出席や社員との対

話の中で、日常的に原子力部門のリスク情報を収集し、迅速に経営層や原子力部門に

対して、リスクの公表や社会目線に立った情報発信等について提言を行っており、昨

年度は、原子力部門に対して約 100 件に及ぶ提言・相談対応を行いました。このうち、

約 10 件については、重要な内容であったため、SC 室から社長を含む経営層に直接提

言を行っております。 

さらに、原子力部門において安全を最優先に考え、懸念等を積極的に表明する等の

安全文化の意識を定着させるために、国際的に標準となっている WANO/INPO の「Traits 

of a Healthy Nuclear Safety Culture」を参考にした「健全な原子力安全文化を体現

する各人・リーダー・組織の特性（原子力安全文化の 10 の特性と 40 のふるまい）」を

制定し、社員の一人ひとりが、これら特性と自らの行動を日々比較して振り返る活動

等を展開しています。現在、原子力部門の 9 割以上の社員にこの活動が定着してきて

おり、特に福島第一廃炉推進カンパニーでは約 8 割以上の社員が「社会的関心」や「情

報公開」を意識しながら業務に取り組んでいるといった結果も得られております。一

方で、組織別に社員意識に差があるという評価もあることから、この活動を継続して

いくことが必要と考えております。 

［追加対策］ 

「原子力安全改革プラン」のもと、RC・SC 室によるリスク情報の収集、原子力部門

における安全文化の定着は進んでおりますが、これらの取り組みを一層強化・加速化

する観点から、以下の追加対策を実施することとします。 
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事故当時の事実関係については、各種事故調査委員会などにより解明されておりま

すが、これらに記載されていないようなものについても、今後の原子力安全の向上や

通報・公表の改善に資する観点から、それに気づいた社員は積極的に報告すべきこと

を改めて当社の基本姿勢とし、社内外に明示することとします。 

このことを、全社員へのメッセージとして社内に展開し、特に事故当時の通報・公

表に関することについては、改めて社員に広く情報を求めることとします。 

また、新潟県技術委員会から「メルトダウンの公表に関し今後明らかにすべき事項」

としてご提示を受けた 70 項目のうち、東京電力 HD・新潟県合同検証委員会において

検証することとなる項目についてはイントラネットに掲載し、原子力部門の社員全員

から、事実を正確に把握するための関連情報の提供を呼びかけます。事故当時から現

在に至るまでの事実について広く情報を求めることで調査に不備がないように努めて

まいります。 

［追加対策一覧］ 

① 「積極的に報告する」基本姿勢の社内外への明示【2016 年 6 月】 

② 事故当時の通報・公表に関する情報収集【2016 年 8 月】 

③ 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会における検証項目に関する情報提供の呼び

かけ【2016 年 7 月】 

 

これまでのご説明の誤り（問題点Ⅱについて） 

これまで当社は、新潟県技術委員会の場において「炉心溶融の用語の定義は定まっ

ていない」と説明してまいりましたが、これは、マニュアルが存在したにもかかわら

ず、調査が不十分であったことに起因するものであり、誤った説明を繰り返してしま

ったことについて反省するとともに、お詫びいたします。  

 

 

３．最後に 

今回、第三者検証委員会から指摘された、①事実を分かりやすく伝える仕組み・能

力の不足、②社内マニュアルに関する知識・理解不足、③社内で情報を共有したり見

つけ出したりする仕組みの弱さなどの課題を解決することは、いずれも、原子力発電

事業者としての重要な責務であると認識しております。 

当社は、今回掲げた追加対策を着実に実行することを通じて、立地地域の皆さま、

国民の皆さまから、信頼していただける原子力事業者となることを目指してまいりま

す。 
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なお、新潟県技術委員会から第三者検証委員会に要請した「メルトダウンの公表に

関し今後明らかにすべき事項」のうち、「第三者検証委員会が当社から依頼された検証

項目に該当しないとした項目」等については、「東京電力 HD・新潟県合同検証委員会

（仮称）」において検証してまいります。 

 

以 上  



添付資料② 

 

 

人事措置について 

 

2016 年 6 月 21 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は、福島第一原子力発電所事故に係る通報・報告に関し、新潟県原子力発電所の安

全管理に関する技術委員会に対して誤った内容を繰り返し説明し、新潟県をはじめ広く社

会の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけいたしました。 

これに対し、経営管理責任を明確にするとともに、再発防止を徹底する観点から、本日

付で下記のとおり人事措置を行うことといたしました。なお、新潟県との合同検証委員会

において、新たな事実が確認された場合には、必要に応じて、人事措置の検討を行うこと

といたします。 

 

記 
 

・代表執行役社長  廣瀬 直己    減給 10％ 1 か月 

・常 務 執 行 役  姉川 尚史    減給 30％ 1 か月 

 

 上記のほか、関係者１名に対して厳重注意の措置を行うことといたします。 

  

 

以 上 


